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国民教育国家委員会の結成過程

一一臨時政府下の教育改革推進機関の設置を

めざす全ロνア教員組合の

所伸

OpraHH3a~HOHHb1.首 npo~ecc roCy~apcTBeHHOrO KOMHTeTa no Hapo~HoMy 

oopa30BaH滋10: OOpbOa BCepOCCH説CKoroyqHTe~bCKOrO COlO3a 

3a yqpe)K~eHHe COBe~aTe~bHOrO OpraHa npH 

BpeMeHHOM npaBHTe~bCTBe 

CHHbF阿波 TOKOpO

はじめ に

本稿の論述対象である国民教育国家委員会にかんしては，これまでも幾度か論じられて

きた。

そうした論考たちとは，つまり，ベーンドリコフ (1927年)，ジェルヴァコーフ (1936年)，

メヂーンスキー (1947年けであり，カラリョーフ (1952年， 1958年)及びリハチョーフ (1975年)

である。当然ながら，ヌド稿は，霞接日を通しえなかったメヂーンスキーを除き，これら先人の

成果を，事実発掘の点でも，事実解釈の点、でも，吸収すベく努力する中から生れた。

ところでこの国家委員会にかんする従来の研究の歩みの中では，この委員会の階級的性格

づけをめぐって二つの流れがあった。それは，臨時政府教育省(ブルジョアジー)と，ソヴェト

多数派・全ロシア教員総合など富民教育国家委員会設置の推進勢力(小ブルジョアジー)との

聞の“対立"の解釈をめぐって生れたこ派であった。

その一つは，この委員会を小フツレジョア的機関であるとする解釈で，時代的にはメヂース

ンキーまでの主張がこれであった。今ひとつは， 1952年のカラリョーフ論文以後の立場であ

り，この委員会を「フソレジョアジーの，小ブルジョア民主主義派とのブロックj と規定するも

の(カラジョーフ)，あるいは吏に，教育省下のこの委員会の結成は「臨時政府の機構のブルジ

ョア的革新の典型剖」であり，農務省や食糧省の下の委員会と同様に， rその議長一臨時政府の

大庄の意のままになる忠実な道具」となった(リハチョーフ)という，きびしい理解であった。

これらのうち前者，メヂーンスキーまで行われてきた連解の特徴は，筆者なりに要約する

に，結局，“対立"の過大評価にあり，小ブルジョア民主主義派の動揺性と対フツレジョア接近の

事実の見過ごしにあったのである。

今回の検討は，以上を念頭に置きつつ，従来吟味されていない全ロシア教員組合の活動，

とくに 1917年 8月の全国大会を取り上げることによって，教育省と教員組合・国家委員会側と

の間の「対立j の経緯をより詳しく追跡することに重点を寵いている。

* E. H. Me.n;bIHCK滋員.I1CTOp混耳 目e.n;aror認証H.M.， Y可ne.n;r諸3，1947. 
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資料部では， 第一次史料である『由民教育国家委員会会報』と r全ロシア教員組合通報』

を欠きながらも， w人民教師』誌その他の定期刊行物や当事者の記録猿に依拠することによって

それを補うべく努めた。(メヂーンスキーをのぞき，ここで挙け、た先行の論者たちの書名・論文

名は，本論文末の註の中で、示される。)

1. 協議機関設鐙に対する教育省の穣綴的対応

おらを組織し且つ教育改革を渇望する教師たちの行動の一つの結実点は，臨時政府・教育

者の下の協議会 (COBemaTeJIbHa5IKOJIJIer捌)設置の要求であった。(補註1)

カデットの教育相マヌイロブ (MaHyUJIOB，A. A.)は上の要求に対し当初，大学改革におけ

ると同じパターンの対応策を想定していた。すなわち，大臣じしんで、社会諸団体の代表を「招

致 (rrpurJIaWeHUe) j して協議会を結成し，ここに検討・作成させた改革案を，次に省が立法化

してゆくという方法であった1)。まず，これらの展開を追っていこう。

教育省は 4月22日，そのための第 1回目の準備会議を各、内で開いた。この会議(次官ゲラ

ーシモフ(fepac区MOB，O. D.)の議長)には，著名な校外教育活動家パーニナ (DaHUHa，C. B.) 

伯爵夫人(カデット)，科学アカデミー会員のオリデンブールグ (0品，Ll.eH6ypr，C.φ.)教授(カ

デット)らと， チャルノノレースキー (4apHOJIycK院長， B. 11.)， ゲーノレド， シーシキンといった労

兵ソヴェ人全ロシア教員組合，協同組合連合などの活動家が招かれた2)。

しかしここでは，大臣自身が諸代表を招き使命することによって教育省下に協議機関をつ

くるとし、う方針は否定された3)。

そのためゲラーシモフは 4月25日，社会団体の代表者の会議を招集した。 BYC委員長の

ゾロタリョーフの言葉によれば， この「代表者会議において， BYC評議会が 4月 22日に作成

した国民教育事業改革委員会の構成案がほとんど修正なしに採用された。j4)という。

こうして協議体「国民教育改革委員会 (KOMUCCH5Irro peφopMe HapOJJ:HOrO 06pa30BaHU5I)j 

の教育省下への設置が決まり，その代表構成でも省と社会団体は合意した。各団体では代表委

員をそれぞれ選出して行った。

しかし教育省は学校改革のイニシャチヴを確保すベく，もう一つの手段を用意していた。

すなわち，省は 6月 15日に学校改革大会 (Cもe3，Ll.rro peφopMe WKOJIbl)の招集を計画したのだ

った(これも，筆者がかつて整理した，この期の高等教育改革の推進と同様の方法と思われる)。

5月9自の BYC評議会(執行機関)*はその大会対策をめぐり， rBYCのイニシャチヴで招

集された〔国民教育改革〕委員会に対立させるようにして教育省が〔大会を〕招集するのは何

故か」と論議を開始した。

グレーヴィチは， r教育省が大会と委員会を対立させようとしている，とは一証拠が不十分J

だとし， r委員会の活動を，もし大会に提出されるのなら，その大会の方向づけの役割を果すも

のとなるようにすべきだ」と述べた。 これに対し協同組合活動家のシーシキンは r委員会の

活動の開始まで省が〔学校〕革新の作業を差し控えるよう，教育省に呼びかけようふと社会団

体サイドの強硬意見を幾関した。これはゲールドとゾロタジョーフによって直ちに苔定され

* 4月大会選出の 18名の BYC評議員は次のとおり。

C. A. 30JlOTap告B，B. A. rep瓦， 5I. 51. rypeBlI'l， M. n. JIonaTHeB， H. JI. UBeTKOB， H. H. 

HOpJl:aHCKH誼， H. n. PYMHHl.¥eBa， 51. H.且yIl1e可KHH，B. A. 3eJleHKO， r. M. COJlOMHぉ， B. n. 

BaXTepOB， H.φ. HOBO)!{沼J10B，A. K. 51HcoH， H. B. l-J:exoB， M. 且.lllHIl1KHH， A. n. nHHKeB滋可，
B. C.瓦OKyKHH，E. A. ABTaMOHOBa. (CM.: HY， 1917， NQ 15-20，白p.4-6;泌 21-22，CTp. 11) 
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た。一方ピンケーヴィチは， BYC評議会が「教脊省招集の大会を否定する態度を決めて，その

決定を教員の中に広めるj 方向を提起した。これは，言わばブルジョアジーの土俵に乗ること

を否定する BYC内では最も左の見解に嵩しよう。だがこれは黙殺された。

結局，議長ゾロタリョーフはグレーヴィチの見解を取り入れて，我々の「焦腐の任務は改

革委員会の活動の準備を進めること，その活動を，袋、の大会が必ず考慮[に入れざるを得ない位

に，意義の大きいものとして行くことであるふと評議会をしめくくった5)。

この日の BYC評議会は，改革委員会への派遣委員 8名を選出したへその中にはヴァーフ

テロフ (1853~1924)，エヌ・チェーホフ (1865~1947)といったナロードニキ系の長老教育学者

や，これよりややリベラルに額斜している教育評論家，ゲールドとグレーヴィチ (1869~1942)

らが含まれていた。いずれもこの頃の教育分野の名士であった。

以上のごとく，この 5月初めまでの教育改革をめざすイニシャチヴ争いにおいては，教脊

省側の攻勢と，教員組合側の守勢とが看取されるのである。

2. 社会団体による簡家委員会設震の要求

発足した「国民教育改革委員会」の第一回目の会議は5月 17E3 ，教育省の建物で開かれ

た。だが，ここで早くも，教育致策のイニシャチヴをめぐる確執は，これまでと攻守ところを

変えることになった。

まず，大陸マヌイロフがこの改革委員会への歓迎挨拶と共にその任務の概略を述べた。し

かし，大症に対する委員会代表チャルノノレースキーの返容は，

一一委員会は，その仕事の安定性と生産性が保証されるという条件の下ならば，実り

多い活動を展開してゆける。「その条件は，教育省の下の全国家的な国民教育委員会 (0ふ

merocy，l(apCTBeHHbI鼠KOMHTeT)の，臨時政府による法的篠認 (yTBep)K，l(eHHe)である。l)
という，改革委員会を否定し，一段と拡大した要求を提示する声明であった。

これに対してマヌイロフは，自分は回答出来ない r臨時政府に報告しなければならなしづ

の旨を委員会に告げ，自らの代理として次官ゲラーシモフを残して退席した。けだしゲラーシ

モフも又，省がこの要求に応じることは殆んど不可能である。なぜなら，改革委員会という

「一会合が，協議ではなく決定という，新たな機能を帯びる。これはa程外の問題である。j と

理解していたのである8)。

この日は結局省側の回答は得られなかった。

全ロシア教員組合はただちにこの日，評議会を開き，新しい事態を論議した。出席の評議

員の中にはグレーヴィチ，ゲールド，ゼレーンコ，チェーホフなど上述の改革委員として選出

されている者の顔もあったが，議長ゾロタリョーフは，冒頭，教育省の改革委員会において，

問委員会の国家委員会としての法制的承認の問題が提起されていることを報告した9)。

ところで確認しておきたいことは，調家委員会の設置一法制的承認とし、う要求は，全戸シ

ア教員組合によって提起されたものではないということである。教育相を前にして委員会の席

でその要求を表明したのは， BYC代表ならぬベトログラード・ソヴェト代表のチャノレノルース

キー(級会員)であり，この日の BYC評議会に対して国家委員会の権能に関する提案を行った

のは，協同組合全ロシア大会評議会 ICOBeTBcepoccHHCKHX KoonepaT即日bIXCもe3，l(OB)代表の

国民教育改革委員のシーシキン (BYC評議員)である。 BYCは菌民教育の国家委員会設置の共

同提案を，言わば，呼び掛けられたのである。この点については後段でも触れる。
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評議会内の論議にもどろう。 国家委員会設置に対する慎重意見としては~人員教師』誌

上では唯一の，グレーヴィチの意見があった。 それは r4 月 7~9 自の〔全ロシア教員〕大会

は協議委員会を想定していた。この事に基づくなら，協同組合活動家たちの草案によれば明ら

かに大佳の権力を制限する筈の，そんな機関に委員会を変えるような事をめざすべきではある

まい。」 と述べており， 権力機構に深入りせずに教育省との協議会を設けるにとどまることを

主張した。 しかし評議会の大勢は閤家委員会の設置に与し， 種々の意見一一「省に対するぎり

ぎりの線の詰め (Kpa訪日hlernara)が必要Jである(イォルダンスキー)， rこの機関〔一委員会〕

の権限について，省と妥協の可能性があるJ(ゲールド)， r教員総合の行動において単なる

性があってはならないJ(ゾ P タリ珪ーフ)の表明をみた後，評議会は，議長提案の決議「改卒

委員会の法制的承認を最後通牒として要求する」他を採択した。

次いで、評議会は，協同組合活動家クソレーブの名でシーシキンが提起した，国民教育国家委

員会の権能に関する三つの命題，すなわち (1)委員会は関誌教育綴域における全国家的プラン，

指導原則及び全般的措置を検討し (2)教育大臣はこれらの枠内において委員会との合意に基づ

いて行動すること並びに (3)~委員会の会議において議長を務めること，これらを採択した10)。

こうして全ロシア教員組合は，教育省下の協議会設置の要求の段階から，教育大臣の行為

を拘束する機関一国民教育国家委員会の設置要求の段階へとすすんだのである。換言すればそ

れは，臨時政府の教育政策の責任を分有する意志の表明であった。 BYC評議会合ふくむこの

填の社会団体活動家たちの念頭には恐らく 5月初めの「社会主義者大臣J，r同志の大臣」たち

の臨時政府入閣一第一次連立内関の成立があっただろう。ともあれ，国家委員会設置の行方を

追跡しよう。

明けて 5月 18日大陸のマヌイロフは， 改革委員会を欠席したが， 次官ゲラーシモフ宛の

書館において「私は，彼らの計画している全国家的閤民教育委員会としづ着想に対する私の態

度を，そのような機関の設置法案が作成されてみて後に初めて明確にしうると考えている。」と

述べるこるとにより，改革委員会に対して国家委員会設置法案の作成の機会を与えた11)。

改革委員会は向日，チャルノルースキー，スヴ旦ンチーツキー (CBeHT既日.KH泊， B.11.)，グレ

ーヴィチ，シーシキン，チェーホフ，テル・アヴェチキヤン (Tep-ABeT狙K匁H，c.)という，社会

毘体代表から成る起草委員会を選出し12)， この委員会が翌 19日までに「関民教育盟家委員会

設麓に関する臨時政府決定j の草案を編成した。改革委員会はこの設置決定案を河沼採択し，

教育相に提出して披の態度を伺ったので、ある13)。

国家委員会の権能 (φyHK民間)に関する上の草案の内容は，われわれは今確認することが出

来ないが，先に BYC評議会が採択した命題と同旨であることが推測しうる。

国家委員会の代表委員の構成は草案に依れは次の通りである。(丸閤数字は使宜上)

① 全ロシア労働者・兵士代表ソヴ z ト(結成以前は

ベトログラード・ソヴェトから)

全ロシア農民代表ソヴェト

全ロシア協同組合大会評議会

ロシア教員組合

国会執行委員会

全ロシアゼムストヴォ連合

ロシア都市連合

8名

目 15名

8名

…… 15名

1名

4名

4名

教育学部紀婆

②

@

申

告

@

⑦

132 
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③ 大学教授組合 (AKa，n:eM沼田CK凶 COI03)情的) 4名

@ 全口シア学生組織 1名

⑮ ロシア労働組合組織 4名

@民族団体 …10名

⑫ 教育省次官 -全員

このように 11団体の代表合計 74名と次官とから成る大規模な構成であったが，今これを

この 5月の政治情勢に照して検討するならば，@，@，⑦，@及び⑫の設定は明らかにフソレジ

ョア麗への割り当てであったが，この委員会は全体としては，民主主義派を自称する諸毘体の

代表且つ臨時政府との協調を辞さない諸党派の人物によって多数派を占めるべく構想されてい

たことが判るのである。

この国民教育国家委員会が， ff人民教師』誌によれば14L

全ロシア教員組合代表

全ロシア農民ソヴェト代表

労・兵ソヴェト代表

刊誌名

・・ 15名

8名

全ロシア協同組合大会代表 …… 6名

ゼムストヴォ連合代表 …… 4名

都市連合代表 …… 4名

大学教授怒合代表 …-・ 4名

閤会執行委員会代表 …… 1名

という構成で，直ちに結成されて活動を開始し 5 月 21~24 日の審議をもって第一期総会

(rrepB間 cecc悶)と称したのだった。

しかしながらマヌイロフは，改革委員会から提出なうけた国家委員会設置法実の内容に同

意できず，自らの別案合作成した。つまり，委員構成の詣では，学生代表を削除し，委員会の

権能の面では，高等教育に関する問題をすべて除外して「独自手続Jに付すというのがその主

たる修正点であった1九この後者の修正点は特に，われわれがかつて検討してきたこのカデッ

ト教育相の大学改革政策のすすめ方に照してみるなら，ブルジョアジーのセクト伎の現われと

言えるだろう。

臨時政府は 6月2日，教育相の提出した国民教育国家委員会の結成に関する法案を審議

した後，この問題を政府の下の法制審議会の予備審査に付すことに決定した。この法制審議会

は16)送付されてきた設置法案に本質的修正を加えたのである。つまり，この樹氏教育委員会を

“全国家的委員会"から“臨時委員会"へと改名したうえ，“教育大臣下に"から“教育省内に"

設置することに変更し，さらに，当時は貴族及びフツレジョアジーからの種々の圧力のかかる団

体として知られていた全ロシア父母委員会連合の代表合国民教育委員会構成員として追加した

のであった17)。

BYC評議員及び閣民教育国家委員を務めたゼレーンコは後に，この間の事情に言及して，

f(改革〕委員会は然るべき法案を作成し，大直に手渡した。しかし，……，臨時政府内で l本

の法案が 3本(改卒委員会，教育相，臨時政府法部審議会の各法案)になったことを知った持，

委員会の委員たちのそれは驚嘆したことである。j と記している向。以上のような経過の中に

われわれが，ブルジ器アジーの警戒性，セクト性，保守化を見出し，これに対して BYC指導

者・改革委員会委員たち小ブ、/レジョア・インテリゲンツィアの軽信性，一種の無邪気なさまを見
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出すとしても，それは不当ではあるまい。

爵家委員会設置法案は，未だ臨時政府による承認を得ていなかった。ブルジョアジーはこ

の一線をゆずっていなかった。

国民教育国家委員会はその後，構成委員をふやしつつ，活動を継続していた。残されたそ

の法制上の認知の問題が臨時政府と国家委員会・社会団体側の間の対決点であった。そのため

闇家委員会のチャルノルースキーは，第 1田全ロシア労兵ソヴェト大会*(6 月 3 日 ~24 8)に

ベト P グラード・ソヴェト代表として出席した。彼はその発言 (238)の中で，間民教育国家委

員会が「民主勢力の代表のごく親密な参加の下に教育省に仕事をj させるとしづ要求に基づい

て結成されたこと，その様農民ソヴェト，労兵ソヴェト，協関組合活動家の 3~警の代表によっ

て国家委員会の活動プランと代表構成を決定したことを報告すると共に，その法的承認と諸活

動に対する教育省の妨害を非難し，全国のソヴェト代表による国家委員会の承認と支持をうっ

たえたのである判。

この発言を受けた全ロシア・ソヴェト大会は「国民教育に関する決議J を採択(恐らく 23~

24日採択)してそれにこたえた。

決議はまず第一に，

「その構成からいって革命的民主主義勢力の意志の表現者である国民教管関家委員会

を法律制定手続をとって早急に承認することが不可欠」

であることを篠認し，連立政府内の「社会主義者大臣に対し大会は，国民教育問家委員会設置

令を麗ちに臨時政府に提出するよう要求」した。

その際ソヴェト大会は，大学改革に関する事項も又国家委員会の活動範閤に属することの

指摘も行った。決議はさらに，

「教育省の政策は人民大衆の要求に，及び革命的変革によって生れた政治状況にまっ

たく応じていなし、」

と宣言し，続けて

「国民教育の事業においては……今 81こ至るも国民学校宅見学官・学務部長及び省中央

の事実上の管理者という， I日秩序の下僕どもが残っているj

ことを指摘して，教育省の中央と地方の人事更迭を要求した2九

6月28臼に関かれた国民教育国家委員会第三期総会では， 第一日目に， ソヴェト大会に

よる上記の支持決議に力を得た委員側がマヌイロフに詰め寄仏教育相が関家委員会設置に事

実上の向意を表現して後，その態度を後退させ，設壁令案の政府通過に対しても，委員会作成

の諸法案の政府提出についても消極的であることを追及した。しかしマヌイロブは，彼が法制

審議会における予備審議に故意に欠席し，設置令案の政府承認を間接的に組む役割jを果してい

ることを穏さないばかりか，国家委員会は教育大臣の立場から言えばー協議機関〔諮問機関の

訳語も可〕であるに過ぎず，委員会の決定は自身にとり義務ではないと公言し，さらに彼は，

教育省主f富家委員会の執行機関の如く利用することは認められない，と拒絶姿勢を明らかにし

たのだった鈎。

* この大会には 1，090人の代議員が出席した。党籍を明らかにした代議員777名のうちエスエノレは 285人

(36.7%)，メンシェヴィキーは 248人 (31.9%)，ポリシェヴイキーは 105人 (13.5%)だった。大会は 8日，

連立政府を f完全に信任Jすること， r社会主義者大阪」は「民主勢力Jの全爵代表機関に笈任を負う

ことを決議した19)。
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こうして委員会とマヌイ口フの交渉は決裂した。

われわれはカデットが，二月革命後資本家層はもちろん右は地主層からも支持を得て，急

速に勢力を伸長し，ロシア・ブ、ルジョアジーの総代表としての地位安占めてきたことを知って

いるお)。そのカデットは今や国内政治における苦況(各地における農民運動の伸展，地方自治

体選挙闘争におけるエスエノレ等の躍進と白党の不振，労働者・兵士の諸運動における革命派

一ーポリシェヴィキー，エスエル左派等一ーの進出など)の中で， 危機を現実のものとして感

じつつあった。指導者ミリュコーフは，自由ロシアの将来は，協同や連立よりむしろソヴェト

や諸委員会の封じこめに懸っていると考えていた向。

教育相マヌイロフも又， ミリュコープにごく近いグループのカデット中央委員として，そ

うした政治判断を共にしていた。地方のカデットの中にも危機感から，マヌイロフはソヴェト

側改革派の手から学校管理を守り通すべきだという要求がこの 6"'7月には現われた25)。

全ロシア教員組合評議会は6月初旬，非評議員のチャルノノレースキーの一組合員として

出席の下に，国家委員会内において生じている事態，つまり委員会の法的未承認状態ム作成

した諸法案の放置される状態について論議した。評議員イォルダンスキーの記すところに依れ

ば，国家委員会事務局長チャノレノノレースキーは「委員会と教育省の問に原郎上の不一致は存在

しない。両者は何よりも戦術とテンポとにおいて決裂したJことを「正確に述べてJいたとさ

れるが2へチャルノルースキーのこの発言は，それなりに真実を突いた指摘で、あった。臨時政

府・教育省とソヴェト・国家委員会の両者は，事実，教育制度のブ、/レジョア民主主義的改革と

いう原則的課題では一致していた。いまや教育省(ブルジョアジー)の伊lUが， r戦術」によって

その課題から身を引いたので、あった。

この日の評議会は結局 r委員会の負った大きな責任を考慮に入れる」 という論理から，

従来どおり，委員会の「活動の生産性を保証する条件Jすなわち大臣を拘束する機関としての

法制的承認の要求を継続することを確認すると共に， r中央機関の人的構成における変吏Jを要

求しこうした変更の笑現しない間 BYC代表の爵家委員会派遣を中止することを決定した向。

国家委員会委員たちは7月1日の会議において，教育省のサボタージュに抗議を表現する

と共に， 7月初日まで委員会の活動を中断することを決議した28)。

国民教育国家委員会は，これ以後，諸事件の相次ぐ一一7月2日の第一次連立政府の崩壊

(従って，マヌイロフの教育相辞任をふくむ)一一7月3"，4日のベトログラードの大デモンスト

レーションとこれに対する，政府の武力弾圧とソヴ且ト多数派の非難 (7月事件)一一7月2413 

の第二次連立政府の成立(教育相オリデンブールグ就任ト一一時期を経ることによりその活動

条件に変動を見出すのであるが，われわれは次節において 8月初めの全ロシア教員組合の大会

をとりあげ，学校教員層の教育改革要求の変化を検討しておこう。

3. 第 2回全ロシア教員大会 (8月)

8月8臼， ペト P グラードにおいて全ロシア教員組合第2団代議員大会が関かれた。 9月

の新学年度開始は3週間後であったお)。

参加代議員は 530名，大会来賓は85名で，代議員 530名は， BYC加盟全組織606のうち

56%に相当する 339団体から派遣されたものだった。この時点の BYC全組合員数を確認する

ことは出来ないが，大会参加の 339組織のうち現勢調査に応じた 248組織で合計 56，650名の組

合員を擁すると発表されており30}，また BYCの1917年秋の組合員数を 75，000とするソ連邦
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の墜史家の指摘があることから31¥全口シア教員組合にはこの頃，戸シア全学校教師の約 3分

の1が結集したと見てよい32)。

参加代議員のなかには遠くシベリアやトゥルケスタンから上京した者も居た。この大会に

おける議論はやはり， この時点の全国の学校教師の状況認識や改革要求を反映するものであ

った。

この大会の政治的傾向に関してはクループスカヤが，後に，

「ニ月革命数カ月後のベトログラードの全ロシア教員大会は，……この大会は愛国主

義的気分のあおり立てを中心として進められた。社会民主主義者はポリシェヴィキー・メ

ンシェヴィキー合わせてもこの大きな大会に出席していたのは 20名だった。i3
)

「ここでは……カデットとエスエル右派の影響力が支配的だった。i4
)

と記している。ここに言う「愛国主義……Jの表現は，われわれも検討したことがある通り，

この大会が， 4月大会同様，臨時政府支持の立場を基本としていることを示している。革命の

徹底をめざす社会民主主義者なかんずくポリシェヴィキーの少数の教員活動家たちも二月革命

後，沿梅1~'1やベトログラードの事例にも見られるように，教員の開の組織活動を開始している*

が，まだやはり教員の大量の動員を獲得するには穏遠い状況にあった。しかもこの 8月の教員

大会以後においても，革命の準備と遂行のためにいわば学校や教師どころではなくなって行く，

というのが彼らの実情であった判。

この闘の革命派が学校教師躍の大勢を獲得するためには，さらに一時代が必要とされるで

あろう。

上のクループスカヤ発言のもう一つの側面「カデットとエスエノレ右派の影響力が支配的だ

った……」は，まず第一に，この 8月大会が当時いかに保守的な集会として受けとめられたか

な知らしむるものである。しかしまた披女の指摘は， BYCの4月以降のさらなる右傾化にかん

する証言でもあった。じっさい，教員層のエリート的国体と gされるそスクワの「中等学校活

動者組合」が BYC~こ加入したことによって BYC の諸方針はエジート的，フソレジョア的な方向

で揺さぶられていた。他方では，二月革命後各地において雨後の舗の如く誕生した多数の教員

間体は 4月以後も引き続き，学校教師の唯一の全調的大衆関体である BYCq;こ加入しつつあっ

たが，このことによって教員組合の要求水準の引き下げ並びに改革への指向の希薄化，いわば

現実主義化がもたらされていたのである。(しかもなお，ニ月革命後移しい数の農村教師がエス

エノレ党に加入したとの歴史家の言及がある3九とすれば，上述のような流動状況は，ロシア

校教部層わけても農村教師層の反体制的期待の主たる担い手となってきたエスエノレなどナロー

ドニキ諸派の独自の教育政策及び教員(運動)に対する指導性の喪失乃至欠除によるものと苦う

他ない。)

この 8月の全ロシア教員大会はすなわち，こうした 2月以降の，とりわけ 4月の再建大会

* 4月の教員大会後， 4月 28日付『プラウダ』紙は「教員諸君/ ベトログラード教員の社会民主主義グ

ノレープに加入せよ。グループの活動に参加せよ。……次郎の教員大会には，われわれは箇く団結した霊長

伍をなして出場しなければならない。」と呼びかけた (H.K.努名記率)035)

料 ベト口グラード市内で活動していたボリシェヴイキ女教郎エリ・メンジンスカヤはこの頃を次のように

回想、しているお)。

f十月革命の前，最後の数週間，多くない党員の教育話誌の活動は，主に党総織内部ですすめられた。こ

れは理解できることである。それは，あまちに責任の重い時鶏であり，あまりに大きな努力と緊張合婆

求していた。 a分の全待問を学校に捧げることなど不可能だったし，考えられないことだった。」
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以降の全国の学校教師の諸活動を集約し且つ8月時点の諸要求と方針を打出す大会となるはず

であった。事実，大会はそれらを網羅するかなりの本数の決議念採択した38)。

しかしこの大会における最大の論点は，当時のいわゆる学校上部機関の問題，すなわち地

方自治体下の学校管理一教育行政機関の改革に関する BYCの態度をめぐるものであった。そ

の検討のためにもわれわれは大会議事に入る前に，地方の教育行政機構にかかわるこのかんの

状況を以下，少しく整理しておこう。

二月革命後は，各地域において地主・貴族・教会など右翼勢力が視学官や郡学校協議会を

通して教育事業を支配することは一段と困難になっていた。教員組合はじめ民主勢力は中央に

おけると同様，地域においても視学官制度・学校協議会の廃止あるいは構成員の民主化を要求

してきた。そしてこうした配力の下に臨時政府は5月8S， r市・郡及び県学校協議会の廃止」

の命令を発することを余儀なくされたのだった。この命令は r初等学校の管理は，……学校協

議会に代って，県・郡ゼムストヴォにおいては所轄の部門に，市学校協議会の設置されていた

市においては市会に，各々委ねられる」ことを規定していたから39)，この 5月以降は各地で，

自治体の下の種々の形態の教育行政機構にかんする模索が急速に繰広げられたのだった。

その中でわれわれの比較的くわしく知りえた事例には次のものがあった。

ベルミ県チエールヂニ郡教員大会は 5月18S，郡内の学校事業管理のための学校委員会

(旦lKOJIb閲覧 KOMIICCJ15I)を選出し，ゼムストヴォ会議の承認を求めた。その構成は，大会選出の

教員 5名，地域自治体代表 5名，ゼムストヴォ参事会議長(自動的に学校委員会議長)，教員大

会選出の指導主任 (PYKOBO，ll.IITeJIb)1名，というものだった判。その他のところでは，学校ソヴ

ェト(ハバーロブスク市)，教員ソヴェト(キシニョーフ郡)，文化一教育委員会 (KyJIbTypHふ

npo回目前回開閉 KOMIICCII5I)(ベトログラード市ヴィボルグ臣)，及び国民教育委員会 (KOMIITeT

no HapO，ll.HoMy o6pa3oBaHIIJO) (オームスグ市・郡その他)の名称の機関がつくられているが，こ

の後者の名前が一般的だった向。

ニージニ・ノーヴゴロド県の場合は， かつてわれわれも検討したように， 力量のある県教

員組合がその周{聞な教育改革政策を実現する取組の中で， I日支配機構の学校協議会の構成変更

についても「当面の任務」として追求していたが，協議会の廃止の後同県では，県ゼムストヴ

ォ参事会の下に以下のような構成の閤民教育委員会が機能していた(地元紙『ニジ Z ゴ口ツキ

ー・リストーク~ 7月 12日付)。すなわち，

「県ゼムストヴォ参事会代表 (1名)

各郡の国民教育委員会(各 1名宛)

労働者・兵士・農民代表諸ソヴェト(各 1名宛)

信用組合 (COJ03MeJIKOrO Kpe，ll.IITa) (1名)

市〔閤民教育〕委員会 (1名)

国民教育普及協会 (1名)

県ゼムストヴォ参事会国民教育責任者 (1名)

向，補佐 (3名)

校医 (1名)

ニージニ・ノーヴゴロド市人民大学技術指導者罰代表(複数名)

県ゼムストヴォ立関書館館長

県ゼムストヴォ議員 (2名)
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以上指名，並びに向数の (CTOJIbKO}Ke)全ロシア教員組合県組織の選出の教姉」

というものであった42)。

こうして祭・市・郡のレベルの自治体の下に設置された，国民教育管理の諸委員会は，端

的に言えば，ブルジョアジーないしブルジョア的地主を派遣する可能性の強いゼムストヴォ・

市機関と，労働者・農民が構成する諸ソヴ z トや教員総合などの社会団体・民主団体との協調

の機関を意味する場合が多かった。その際，こうした地域では，チエールヂニでもニージニ・ノ

ーヴゴロドでも，オームスグやハパーロフスクでもそうだったように，大半のところで教員組

合は，これらの機関の中で教員代表が半数を占める構成を要求していた。こうした中で，オー

ムスクやカザーンの教員大会のような，“半数以上のポスト"を要求する例もうまれていた向。

学校管理の地方機関にかんする以上のような略述をなしうるにしても，全国の状態はもち

ろん一様ではなかった。たとえばゼムストヴォ制の未施行地域である沿海外iでは， 18来の主住

視学官に代えて新設の教員代表を加えた「辺境区学校協議会j による学校管理が行われてい

た的。また 4万校に上る教区立学校は， 6月20日付の教育者移管の政府決定がその後教会勢

力の阻止行動の前に未執行のため，事実上ロシア正教会の支部下に残されていた。この教IR立

学校の男女の教師たちは今漸く起ち上って全ロシア教員組合に加入し，何よりも「教脊省移

管」の実現を要求しているところであった45)。

かくして全ロシア教員組合大会への代議員たちは，一連のレポート，つまり「学校管理機

関と教員の関保Jをはじめ，統一学校と学校の自治の原則の笑現，職員会議の組織，等々の問

題が「授業の開始 (9月〕までに万が一解明されなければ， 学校事業の崩壊を惹き起しかねな

いJ(~全ロシア教員組合通報jJ)現状を伝えるレポートを持参したのだった46)。

かれらは大会開始前の 8月3日，国民教育問家委員会の活動の紹介を受け，法案審議を傍

聴した。かれらの関心をヲiいたものは勿論，学校管理機関にかかわる法案であったが，いま一

つは，この国家委員会への BYC代表数の 15名は「委員総数 (90名以上)の 6分の 1以下〔を

占める〕に過ぎないj ことであった。これに対する不満は教員大会の公式会議においても表明

されるところとなり，大会は， BYC代表を委員会総構成の 3分の 1，つまり 30名に増員する要

求を決議した47)。教員層の全ロシア教員組合と留民教育国家委員会に対する期待はやはり大き

かった。

大会が採択した「地方自治体下の愚民教育委員会に関する〔決議)Jは，指導部のゾロタリ

ョーフ，ゲーノレドらの提案どおり，全文，以下のようなものとなった向。

(1) 教師が全員でこの過渡期の学校建設に対する臣大な責任を負っていることを考慮し

て，大会は，国民教育の事業を地域において管理する委員会における決定権を与えられた，組

織教員の代表の参加が全く不可欠であることを承認する。

(2) 大会は教員のこの権利を保証する特別の条項を法制として導入することに賛成する。

なぜなら，そのような方法によってのみ十分な安定伎が学校事業に対して保揮されうるからで

ある

(3) その際，大会は務らかに，閤民教育の事業の真の主人公は普通・平等・誼接・秘密投

票に基づいて選出した自らの地方自治機関に代表されるところの住民であると理解し，又それ

故に，地方自治機関の下の閤民教育委員会における教員代表数に規準を設ける必要があるとは

考えない。

BYCのこの決議は，留民教育関家委員会において今しも進行中の教育行政の地方分権化法
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案一一ー「諸県の国民教育管理機関臨時設寵令J~誌の審議に対する効果を意関したものであった。

なかんずく項目 (2)の表現には，その望むところの一部分が反映している。

だが，われわれの今在日すべきは，この決議が端的に，教員の教育行政参加における自ら

の領分より他に言及しないことであり， “教育事業に携りうるのは教師たちのみで、ある"とで

も言うべき論調に終始していることである。 BYCは項目 (3)においてヲつまるところ，学校事

業への住民の直接参加の原理を拒否したのであり，又，労働者・農民のソヴェトをはじめとす

る一連の社会団体・民主団体の代表の教育委員会参加という， この 4月来の BYCの方針とそ

の後の各地の経験に対しては黙殺することによって自らの消極姿勢を確認したのであった。こ

こにおいて既に，教育制度民主化における BYCの思想的・実践的後退は分明のこととなった

のである。

さらに BYCは，項目 (2)，(3)を通じて，教育委員会内の教員代表数に対し，上記の法令に

おいて「競準を設ける (HOpMHpOBaTb)Jことを不要であると宣言することによって，専ら，こ

の間各地の関民教脊委員会の形成に襟して今や不文律となってきた感のある，教員組織代表と

住民代表のパリティー構成の経験を法制化に査らしめないことを金額したのであった。より率

直に言えば，教員組合代表が教育委員会一学校管理機関の構成員の“半数以上"を占める可能

性の留保をめざしたのであった49)。 これらは切らかに，全ロシア教員組合の学校の民衆統制の

忌避の意志表明を意味した。

学校改革におけるのこのような転換は，次の学校自治に関する見解においても顕著な形を

とって現われた。すなわち 1初等学校における自治の原則の導入に関する〔決議JJは，

すべての段階の学校の連続性のみならず，その組織の開質性の点においても学校の完

全な統一性 (rrOJIHOe叫附CTBO)を実現するために，統一学校の一つの段階としての初等学

校の内部運営(聞yTpeHHee戸lpaBJIe日間)は，……自治の原則に基づかなければならない町。

という基本論理を皆頭に掲げ， 以下に 1実現することが望ましいJとされる要求命題を列挙

した。

諸命題の要点は，第一に 13名以上の教員定員を有する初等学校に職員会議 (rre，narOrH明幽

CKHII COBeT)を設置j しその所管には「教授午前育部分及び行政一経営部分J，1教員，学校

長及びその他職員の選出と改選J等を属せしめる，第二に，職員会議の構成には教員の他に校

百三，地方自治体代表，生徒父母の代表が入るが，その際にもこれら「住民の代表の総数は教員

数の 3分の 1を越えてはならなし、J，第三に， 1 (教師〕集団 (KOJIJIerH兄)によって教師の職に選

出された者は，……-定期間内に，もし地方自治機関によって受理されない場合においても，

承認されたものとみなされるム第四に 1教師職を志願する者の名簿(この名簿に基づいて…

…教師が選出される……)は，地域の専門教員自体によって作成されるムであった51)。

一般に，学校における一定の自治(従って初等学校のそれも)は近代民主主義の下では，従

って又二月革命後のロシアにおいても，教授の自由の保揮を中核として高らかに宣言，導入さ

るべき理念であった。上の決議に言う，職員会議の設置とそれへの教授一部!育部分の委任，学校

長選出権の付与等はロシアの学校の民主化を是とする人々の支持・承認したところであろう。

しかし今， 8月の BYC大会がこの決議を通じ住民代表の決定権を誼接的形態(職員会議

参加)においても間接的形態(自治体一学校設置者による任命)においても回避することによっ

て成立する，職員会議の教員人事権の全面掌援をば学校の自治と呼ぶ時，もはやここに，人民

の支持による学校の民主的改革のために闘う姿勢を見出すことは至難で、あった。だが，この期
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は，こうした「学校自治J理念が多くの学校教師膚の行動を支える理論となっていったし，又，

閤民教育国家委員会が作成するいわゆる“統一学校臨時設置令"にも摂歌されたのであった。

ところでわれわれは，この閣に存在したもう一つの提案，すなわち 1917年 4-----5月にポリ

シェヴィキ党綱領教育条項の改訂を担当したクループスカヤが同条項を敷抗しつつ執筆した

「地方自治体学校織領J(5月四日付『プラウダ』紙発表)の一部をなす， 地方教育行政改革に

関する提案合無視することは出来ない。

その提案の骨子は，先に引用した BYCの諸決議に対照すベく要約すれば，第一に，地方自

治体下に学校監督機関として学校委員会を設置し，これを教員組合選出代表と住民代表によっ

てパリティーで構成する，第二に，学校委員会に加わる住民代表は自治体の任命による者でな

く，住民の直接選挙に基づく代表であること，第三に，教師職志願者の名簿は学校委員会が作

成する，第四に，地方自治体の宣伝において住民による教師(一公務員)の選挙を実施する(従

って任命権者は当該自治体となる)，第五に，学校は，その内部組織，教授の部門にかんして自

治権を有する，と理解しうるものであった問。それは文字どおり，人民に対する圧割的信頼感

に支えられて構想された，学校を中央関家権力の手から取りもどし地方の住民の手に移すこと

を主隈とした提案で、あり，先にわれわれが寝間見た，教育事業管理をめぐる各地の流動的状況

に対しても鋭く切結ぶものであった。

今やわれわれは，以上の比較検討によって浮び上った， BYC8月大会の決議と上のクルー

プスカヤ提案との相違点を逐一復唱することではなくて 2つの決議において BYCが形ばか

りの住民参加の余地を残しつつも，頑なに教師のみの手による自らの地位の保全を追求する途

に転じたことー一一民主的学技改革との離鴎一ーの意味をこそ確定しなければならない。

このような「転進j は，もちろん， 口シア教師層の社会意識のあり様，全ロシア教員組合

のこの 3-----4月来の諸方針と各自の体験した諸実践，等々の帰結でもあった。

BYCの諸活動方針については，組合規約の他に，主流派の団体たるエスエル系のそスクワ

チNビュー口一，及びニージニ・ノーヴゴロド県等の詳しい具体例が既に知られている。それは，

革命情勢の下にあり，当然のごとく，学校の外における社会諸活動への参加なきわめて重視し

たものであった。だがその擦の，学校教師たちの抱く民衆観，活動観或は自己認識のやにも，

われわれの見逃せない幾っかが存した。

市街地の学校教師の自己意識を示す例は，モスクワの BYC活動家の女教師ポポーワ(日仏

rrOBa， H. 11. 1877-----1960)がこの 3月に執筆した論文の次の一節に求められよう。

「教師は，自らの物的諸権利ばかりを主張している労働者の組合の立場を取り得ない。

教員組合は，高い呂標一一閣民教育の創造一ーを自らに課さなければならない。これこそ

教員組合の第一の，基本の課題であり，そして専らこの課題の名においてのみ，教舗は自

分の物的状態・法的地伎の改善のためにも潤ってきたので、ある。J53)

モスクワの市立小学校教師という彼女の所属は，当時の小学教鰐としては比較的高い，恵

まれた部類だったことが考慮されなければならないとしても，教員組合活動家の多くは，おし

なべて，上のような労働者を蔑む知識人性の機械的強調，一穫の自己高遊説を共有したのであ

った。

このような限界をもっ f教師一インテリゲンチャ論jが，彼らの民衆との交わりの中にお

いても克服されることなく，むしろ，市街地にあっては，つとに知られた中学校教師たちの示

す露骨なエリート主義や，住民や自治体・爵家権力の容橡を一切みとめない「学校自治論j を
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刺激剤として，増幅されるほうにすすんだのであった弘)。

農村部においては，地元教師はもちろん，組織・宣伝のためにこの夏休み市街地から遠征

してきた教師も含めて，かれらがこの年，農民運動に巻込まれていることに留意しなければな

らない。ここでは，教育，文化，行政，土地，食糧等の委員会・機関に携わった，臨時政府支

持ないしエスエル系の BYCの組合員は，とりわけ農民の土地要求に関する態度を試金石とし

て関われ，しばしば農民の支持を失い，自らの地位を危うくしていった。春以来リャザーン県，

ベーンザ県，カザーン県などの農民運動に関して伝えられる幾つかの事例は，農民に対してエ

スエルと臨時政府を支持し土地・地代等の問題の“下からの解決"を思い止まるよう説得する

側の教師が地位を失う事実をふくむものであったお)。

また，農民の中には，第 1 罰金ロシア農民大会(於ペトログラード。 5 月 4~28 日)に持ち

込まれた模範要望書に示されたように，住民による公務員(.ll.OJDKHOCTHhleJIHua)の選挙制を求

める気運が存在した56)。農民が抱き始めたこの要求は，徹底した民主共和制の下に於る公務員

や学校教師の選挙制jの条項を追加した，ポリシェヴィキ党の 1917年4月以降の綱領改正案に

まで連なる可能性をはらむものであった。 こうした状況は多くの BYC組合員教師にとり大き

な脅威として映らざるを得なかったのである。

ところで二月革命後のロシアの地方自治機関(市会，県・郡の各ゼムストヴォ会議)におい

ては，史上初めて普通選挙法に基づく選挙が行われたが， 1917年前半の地方選挙で多数派を獲

得したのはエスエル党で、あった。たとえばモスクワ市会選挙 (6月25日投票)では，エスエル

は58%の高得票率を示した〔表-lJ。また，ニージニ・ノーヴゴロド市会選挙 (7月15日投票)

では，アメザカの歴史家口ーゼンパーグによればカデットが議席数で全体の 4分の 1以下，ボ

リシェヴィキーを含む社会民主主義ブロックが同じく 3分の 1であるのに対しzスエル派は約

半数の議席を獲得した向。このような多数派をかちとったエスエルは各地で，県・郡コミサー

ル，警察署長，ゼムストヴォ参事会議長など，地方機関が選出する公織に就いた。すなわち，

労働者・兵士・農民のソヴェトに対立する，基本的に有産者の機構である臨時政府の地方機関

の要職を占めたのであった。こうして，臨時政府の末端である地方自治機関をエスエノレが自己

の砦とみなす状況が生まれていた59)。

スエルの手中にあったそスグワ市会では，その学校行政部門の責任者として教育

学者シャーツキー(llIaUKHえC.T. 1878~1934) と共に入ったのは， BYC のエスエル系活動家の

先述のポポーワであった問。地方自治体下の学校管理機構において，このようにエスエルが賞

袋一1 モスクワ市会選挙 (6J'j25日)の結果57)

エ見コ二ノレ 374，885察

エヌエ戸、 8，132 

カデット 108，781 

リベラノレ派連合 1，440 

エヂンストウ、ォ* 1，506 

メンジェヴィキー 76，407 

ポリシェヴィキー 75，409 

Z十 646，560 

* プレハーノフの率いるメンシェヴィキお派グノレープ

58.0% 

1.3 

16.8 

0.2 

0.2 

11.8 

11.7 

100.0 
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任者となる，或は多数派を占めるという状況は，恐らくニージニ・ノーヴゴロドにおいても見ら

れたで、あろう。 BYCの方針と地方選挙の結果からいって，これと同様の事態は全国的に少なか

らず生じていたであろう。

しかし，ここでも口シア革命の進行によって BYCは，その地位に存えることをゆるさ

れなかった。 BYCの8月大会時には，革命情勢全般が新しい段階をむかえていた。

BYCをとりまく情勢の新たな段階とは， こうであった。 ロシアの人民は「帝国主義戦争

が……長引し、ていること，及び経済的崩壊と飢えを強め激化させているフツレジョアジーを押え

る点での政府とソヴェトの無為に対して，当然且つ正義のこととして憤激J して， 7 月 3~4 臼

の自然発生的な大デモンストレーションに入った。これに対して政府は武力弾圧で応じ，その

際エスエルとメンシェヴィキーが政府・ブールジョアジーの側についてポリシェヴィキーへ向け

た中傷に加わった (i7月事件J)61)。そしてこれ以降，人民は，将軍・地主・資本家による反革命

を体験することによって，急速に左傾化しはじめたのである。そのことは，労働者・兵士のソ

ヴェトにおけるポリシェヴィキ一派の増大，農民運動の激化・韓起化，及び，メンシェヴィキ

ーとニL スエルの陣営におけるフソレジョアジーとの協調をめぐる動揺と革命派の成長・分裂とな

って現われた。

人民の在傾化は，さらにまた地方自治体選挙においても，ポリシェヴィキーの進出とエス

エルなど中間派の後退として明確になりつつあった〔表-2)。 この点はとりわけ，エスエノレが

自召の砦と見なしている領域における出来事であったから，全ロシア教員組合の諸組織もまた

これを，いわば存亡に関わる新事態として受けとめざるをえなかった。

袋一2 モスクワにおける 1917年の 3問の選挙にみる主主喜政党の得票率的

市会選挙 区会選挙 完霊法銅j定議会選挙
(6 Ji 25日) (9 Ji 24日) 11月2413) 

コニ 戸、 コニノレ 58.0 14.4 8.2 

メンシェヴィキ 11.8 4.1 2.8 

ボ ザ シ ェ ヴ ィキー 11.7 50.9 47.9 

カデット 16.8 26.6 34.5 

こうして BYCは，二月革命当初の方針に沿ってロシア革命に参加する中で，人民に対し

て浅からぬ恐怖感を抱くに杢仏国民教育における徹寵変革の態度を変更したのであった。

8月大会の採択した，国民教育委員会に関する決議及び学校自治に関する決議は，結局，

地方教育事業管理機関と学校の職員会議というこつの砦を教員組合の掌中に収める方向，つま

り民衆学校を当の民衆から遠ざけることを辞さないとする BYCの態度の表明であった。

他方， BYCの創立以来の自標である「統一学校」の実現(学校制度におけるフソレジョア民

主主義化と呼びうるであろう)に関して，大会が表現した見解は，

r4年制初等学校の課程を終えた者のうち進学希望者全員を無試験で入学させるに充

分な数の高等小学校と，中学校の対J;iSずる併設学級とを開設すること。j及び「高等小学校

の課程の修了者を外国語履習から免除し，無試験で入学させるに充分な数の新しい上級3

学年のギムナジアを開設すること J63)

を核心とした，政府に対する“要望"であった。大会は統一学校実現に関する独立した方針決



国民教育国家委員会の結成過程 143 

議を打ち出さなかったのである。今この要望の内容を，われわれが先年分析したところの，臨

時政府の中等学校「改革Jと突き合せるならば， BYC大会の要望のもつ独自性は，政府が欠落

させた，小学校からの進学保障を要求した点、にのみ存したと雷っても過言ではなかった。かく

しておYCは，統一学校の実現において，戦線を臨時政府にほとんど譲渡したのであった。

ところで大会はもう一つの予定された課題を解決しなければならなかった。 BYCじしん

の組織問題，つまり，規約改正と役員選挙である。 8月大会の検討の最後に，これを取り上げ

よう。

規約改正については，先の4月大会の時点より既定の方針に属した。 BYC評議会は大会

直後より 4月に採択した規約を臨時規約として扱い，なかんずし組合の基本要求と闘争方

針をふくむ第一条の，一般に綱領と呼ばれる諸項目を大会討議に付すことな日程に入れてい

た64)0 8月大会では，組合競約・綱領小委員会と大会総会とを通して論議されたが，今その内

容は知りえない。改正は第一条の内容の三三カ所に及んだ。

一点目は，組合の基本的任務への項目追加である。それは r国民教育事業における教育

科学的原則 (Hay'IHO-ne，l(arOrWIeCKUenpUHUUnbI)の実現をめざす闘争」というものであった。

この追加については，恐らく中学校活動者組合の規約に明記される「科学的教育学部y'IHa5I

ne，l(arOrHKa. .一・・の京理に基づいた学校の組織化j をちYC規約にも取り入れよ， とする中学教

師側の提案があったものと思われる65)。

二点目は， BYCの闘争の形態に関する改正である。すなわち第一条・基本的任務の(イ)項

の条文の「教員の権利上の，及び文化的，経済的利益のためのj以下は，次のように改めら

れた。

!日)労働者階級のあらゆる階騨のこれと向穫の闘争と調和した闘争

新)教師の専門の諸特性 (oco6e聞 OCTUY可UTeJIbCKO員npo中eccuu)に則った，勤労民主勢

力のその他の職業組織のこれと問穫の関争と調和した闘争66)

境にこの 4月の再建の時より，労働者の組合と一線な踊した教員組合像を事実上追求して

きた BYCは，こうして規約の上でも“労働者ばなれ"を確認したので、ある67)。又，ここにみら

れる教師の専門性の強調は，中学教師層の主張の影響を多分に受けたものだった。

改正の第三点は，組合の綱領的要求の一つである宗教教育にかかわるものでるる。すなわ

ち，第一条ア)項の@，公立学校の課程からの宗教教育の「除外(抑制lO'IeHue)Jを r手ド義務
性 (Heo65I3aTeJIbHOCTb)Jと改めるものであった向。 この改正は，もちろん， 1905~7 年の革命

期に社会民主主義派もエスエル派も一致して BYC綱領の中に定式化したところのブルジ豆ア

民主主義的教育要求を棚上げすることを意味した。 ところで BYCは学校における宗教教育に

関して既に 1917年 4月の大会決議において， rこの問題は人民大衆の伝統的信念に抵触してい

る故に，政治戦術の観点より甚だ複雑で、あるJとの露骨きわまりない表現を用いて大衆追随姿

勢を示したうえ rごく近いうちに可能j で， 且つ「特段の疑問を惹き超さないJ程度の改革

は f(除外ではなくて〕ただこの科目の義務的学習からの生徒の免除のみjであろう，という要

求ラインを確認していたのだった向。さらに， このような BYCの要求ラインは，国民教育国

家委員会においても多数派を得ており，この 5月来，決議或は法案として具体化するべく検討

に付されていたので、ある。こうして BYCは，宗教教育の非義務性という改正規約によって，

カデットの中学校教員組合との思想的共通点をもう一つ具体化したのであった。

以上のように， 8月の規約改正は，大会諸決議同様， BYCの民主性・戦間性の放棄， リベ
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ラルの中学教員組合への接近を示すものであった。

次の，この大会における選挙の臼的は，総会の執行機関である評議会のメンバーと国民教

育園家委員会への BYC代表とを改選することであった。 この結果， ゾ口タリョーフ，ゲーノレ

ド，グレーヴィチ，イォルダンスキーらの BYCの従来の中心的指導者たちは，いずれも高順

位で評議員兼国家委員会委員として再選された。その他すでに周知の活動家に関していえば，

チェーホフは評議員として再選を果たせず，評議員候補にとどまった。また， ピンケーヴィチ

とシーシキンはこの選挙にまったく顔を出しておらず，共に評議員を下りた模様で、ある。チャ

ルノノレースキーは従来と同様， BYCの評議員にも，間選出国家委員会委員にもなっていない。

チャルノルースキーは， BYC代表 (yrroJl狂OMO明日時凶設)のベトログラード労働者・兵士代表ソヴ

ェトのメンバーであった問。そして，向ソヴェト代表として閤民教育閤家委員会の委員となっ

ていた。ともあれ BYC指導部は借住されたのであった。

加えて，この選挙に関して注目されるべきは，カデットの進出であった。新たに選出され

た者のうち，少なくとも次の 3名の活動家はカデットであった。すなわち評議員兼 BYC代表

の閤家委員会委員に選出された中学教師のティリチェーエフ (TuJI別 eeB，IO. A.)，および，栢並

んで閤家委員会委員選挙では次点にとどまったが BYCの評議員候補に選出された，モスクワ

の2人のギムナジア教師，ニ巳ス・スミルノーフ (CMUpHOB，C. r.)とプルブェーロフ (AJI<tepOB，

A.n.)である。

このうちアルフェーロブは，かのブロンスキーも又のちに高い評舗を与えたところの，中

等学校の P シア語教授法に関する一蓄を著わした程の，知られた有能な国語教師であると同時

に，中等学校活動者組合の指導部の一員であり，さらに，モスクワ市会議員(カデット)でもあ

った。こうした実力を貿われて彼はこの年 3月初め，新設の学区総監補佐のポストをもちかけ

られたことがあった。また，もう一人のギムナジア教師，エス・スミルノーフは，ブロンスキー

が「ギムナジア世界におけるまるでカデットの聖像のような人j と形容したところの，長老的

な国語教師で， この春の中等学校活動者組合の結成集会の議長をつとめた活動家であった71)。

スミルノーフはこの BYC8月大会の後，臨時政府教育省のカデット次官群(第四節を参照)の

一員となってゆく。

今や，このような実力を備えた名士のカデット教師が BYCの指導部の一角を占めるので

あった。彼らはロシアの学校教師層の開におけるカデットの既成の権威を利して，この間，

BYCの思想的，政策的方向づけに対してブルジョア的な揺さぶりをかけてきたので、あった。

以上，本節における考察は， BYCが 1917年8月の再建第2回大会において，従来より掲

げてきたブルジョア民主主義の教育改革実現の幾っかにかんし，明確なる原刻的後迭を承認・

定式化したことを示した。

4. 教育省と教員組合・臨家委員会の新しい関係

長い政府危機の後， 7月24日，ケレンスキー (KepeHCK凶， A.φ.)を首相とした第二次連立

政府が成立した。この政府は統ーした政策プログラムをもたず，ブルジョアジーの政治代表部

たるカデット党，ならびに労兵ソヴ z トと農民ソヴェトで関下多数派たる協調派の「社会主義J

諸党(=ス・エル，メンシェヴィキー，エヌ・エス)の「各派が勝手な立場からケレンスキー信任

の一点でのみ結びついて結成されたj と評しうる，ごく弱体な政府であった問。この連立の各

派の共通基盤は，基本的に，帝密主義戦争の継続とソヴェト内左派(ポリシ旦ヴィキー，エス・
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臨時政府・教育省下の国民教育関家委員会の結成如何を追跡するわれわれとしては，
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では，カデットが上の第二次連立の総閣の過程において，連立参加条件の一つに，全閣僚はそ

の良心に責任を負うべきであり， rいかなる委員会や団体」の干渉にも左右されないことを含め

ていることに留意しておこう 73)。

新教育相として入閣したのは，科学アカデミー会員，ベトログラード大学教授(東洋学)で

カデット党中央委員のオリデンブーノレグ (1863~1934)であった。彼の就任後最初の演説は， 7 

月 26日，開会中の第四期間民教育閤家委員会総会にはじめて出席した際に行われた。

その中でオリデンブールグは r最近の諸事件，わけても 7 月 3~5 Bのベトログラードの

事件は，広範な住民大衆がし、まだに置かれている無知蒙昧のさまを明瞭に浮びあがらせた。j

fこのような悲惨な現象の一掃のために， 国民教育事業のごく広範な， 精力的な展開が必要で

ある」と述べて，革命運動に合流しつつある民衆に対する文明的手段による鎮静化をめざす，

ブ、ルジョアジーの立場からの教育政策理解を率直に言い切った74)。

オリデンブールグ下の教育省、は，前任大臣マヌイ口フの下から唯一残留した次官プレオブ

ラジェーンスキー(口pe06pa)l{eHCKI1鼓， D. 11. 4 月 7 日着任。 7 月 2 日 ~24 日の大臣空白期間に

は教育省長官)に加えて， 3名のカデット中央委員安次官として登用することによって，体総強

化された。 3名とはすなわち， ヴェノレナーツキー (BepHaJl.CKI1員， B. 11.)教授 (8月 1B伍命)，こ

の 5~6 月には第一次連立政府の厚生次官を務めた，先述の校外教育活動家のパーニナ佑爵夫

人(同 14日任命)，及び現役のキーエフ学区総監のヴァシレーンコ (BaCI1J1eHKO，H. D.)教授(同

19日任命)である75)。このうちパーニナ伯爵夫人は，教育省内の校外教育の専門の部局を組織

することを任務としていた。彼女は，この後， 9 月 26~29 日には校外教育に関する特別協議会

を招集する76)。

以上のように，ブルジョアジーの教育政策の分野における主導権をソヴェト仮~に譲るまい

とする姿勢は不動であった。しかしオジデンブールグは国民教育局家委員会に対しては，前任

のマヌイロブとは異なる対応を示した。

先の 7月 26日の演説においてオジデンブールグは r昨今の活動を通して委員会が提起し

た諸問題に関し，省、と委員会の間に見解の相違は原則として存しなしリことを指摘したのであ

った77)。

国家委員会委員たち，なかんずく BYC代表委員たちは，面前で、行われたこの演説を新大

臣の施政方針として真に受けた。 ピンケーヴィチは，ただちに『ノーヴァヤ・ジーズニ(新生

活).117月訪日付第 86~手紙上で，これによってオザデンブールグと国家委員会の関係は好転す

るだろう，との期待を表明した78)。また，イォルダンスキーは『人民教師J誌上に，教育椙は

f委員会の準備した法案念，差当り最も急がれるものだけでも， (新学年度以前に政府が〕承認

することは……焦眉の急……であると認めたJと書いた79)。

このように今や， BYC，国家委員会の側には，かつてマヌイ P フ教育相退陣の直前までは，

このブ、ルジョア大臣との対立の種となっていた国家委員会の法制化要求などの強硬主張は，見

出せなかった。

国民教育閤家委員会はオリデンブールグの上の発言をもって好機到来となし，この第四期

(7 月 20~30 日)には，法案のみならず教育省田章や決定等の案の作成にも取り組んでゆく。こ

うして，その中で，新たに開設される高等小学校への公務員の任命の問題にかんする学区総監
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田章の案， 1917/18学年度の入学許可条件にかんする教育省決定の案，高等小学校並びに中等

教育機関の職員会議の権限にかんする臨時規則，政府立並びに私立教脊機関の管理に携わる学

区の行政機構の変更にかんする臨時規則，教育省立二級制農村学校のゼムストヴォ移管にかん

する教育省回意の案，高等小学校の地方自治機関への移管にかんする規穫の案，等を作成し

た曲)。これらは， 9月の新学年度より施行されることを意図した諾案であった。

いっぽう全 P シア教員組合は8月大会後，国家委員会作成の上記の案の法令化への後押し

を一つの狙いとして，教育大臣交渉を試みた。そして大間オリデンブールグはそれに対して一

定の「成果」を上げせしめたのである。

BYC評議会は8月末 r菌民教育国家委員会の構成員となっている BYC評議員が教育大

臣と直接に交渉 (CHOllIe日間)した結果，省が近日中に臨時政府に対して一連の法案の提出を行

う予定であることが明らかになった。これらの法案によって，……学校の地方分権化，統一学

校の原則の笑現，……に端緒が置かれることになるだろうバという呼びかけに始まる『組合に

加入している全教員組織に訴える』を発表し，その成果として教育省側の法案の概要を知らせ

ると共に， これに伴う教員の新年度以前の準備行動を擬走塁した。

BYCの『訴え』は，続けて，

「これらの提出予定法案が大半においてその基礎としているのは，国民教育関家委員

会が全ロシア教員組合の代表団の積極参加の下に，並びに本年4月に開かれた全戸シア教

員代表者大会がこの代表団に与えた指示に従って，作成したところの案なのである。だが

笑際，教育省の提出予定法案は， (国家〕委員会の提案とは異なっている。望むべき決断性

を幾つかの点でそこから骨抜きにしており，幾つかの個所でそれと本質的に食い違ってい

るのである。J

と述べて，評価を下す。しかし教育省、に対する非難めいたj言葉は今や『訴え』のどこにも見出

されなかった。 この評価の結びは rだがそれにもかかわらず (Bce)!{e)，国民教育改革の日程

に上った諸法令〔教育省の提出予定の〕は，きわめて大部分，教員自身の創造物であり，教員

の浬性と感情に近いものであると認めることが出来る」であった問。

それでは，われわれは，その教育省の案のうち，注日すべきーっきと具体的に検討しよう。

事例は，教育行政の地方分権化の重要な一環をなす「学区」の改革である。

4月の全世シア教員大会の決議は，学区の改革にかんして，

「学区の下に，教育省の下の委員会とほぼ同様の構成をもっ，協議委員会の設置。学区

の存続は学校管理における地方分権制度の実現以前は有りうべきことと思われる。J82)

と規定し，協議体を設量した漸時的廃止の方向をめざしていた。

国民教育国家委員会は，まさしく上の方向を引きつぎ 7月末第四期総会において作成し

た，先述の「学区の行政機構の変更にかんする臨時規則」案の中でそれを以下のように具体化

した。すなわち，

「……学区総監並びに第 2項の手続きで選出される 4名を構成員とする，学区評議会

(YQe6HbIH OKpy)!{HO誼COBeT)が設置される。

2. 学区評議会員は，学区協議会 (OKpY)!{HOeCOBemaHHe)において選出される。この

協議会は， 1917/18学年度の開始以前に，学区の事務機関の所在市において，学区総監によ

って話集される。

3. 学区協議会には，学区を構成している各県より 8名宛が招致される。その内訳は，
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県ゼムストヴォ参事会の任命による者4名，全ロシア教員組合代表2名，農民代表県ソヴ

ェトより 1名，兵士・労働者代表県ソヴェトより 1名，である。」部)

というものである。したがってこの国家委員会提案は，先に検討したところの， 5~7 月の各県・

市の段階の教育委員会の構成経験をベースとした案であった。県ゼムストヴォ参事会の裁量の

拡大されている点、は，この間の地方自治体選挙におけるエスエノレの擾位を考癒したものであ

ろう。

ところが8月末， BYC評議会が新教育相より引き出した学区改革にかんする法案の概要

は， BYCの『訴え』によれば，次のとおりであった。つまり r学区総監を長とした臨時学区

委員会 (BpeMeHHl品 y明白ふOKpy:)I<.HO政KOMHTeT)の設麓によって，漸時的廃止期間中，学区行

政機構を改革する。」この臨時学区委員会は①総監，@教育大陸により任命される者 2~3 名，

@特別・学区協議会 (oco6oeOKpyJKHOe COBelll.aHHe) により選出される者 3~4 名で構成され，

さらに，特別・学区協議会(これは BYCじしんも呼ぶとおり，学区選挙人集会話36HpaTeJIbHOe

OKpyJKHOe COBelll.aHHeを意味する)については，学区総監がごく近日中に，県4芝、ムストヴォ，

県庁所在市，県教員組織，県父母親織より選出される 1 県当り1O~11 名の代表を，各県から話

集する，というものであった84)。

可能性から現実性に近づいた学区改革案は，こうして，諾ソヴェトの代表が入るような革

命性，民主性は「骨抜きJにされ，しかも総じて政府・中央主導裂になり，地方分権化の意義

をごく弱めたのであった。

以上のように BYC代表・国家委員会メンパーの教育相交渉による，国家委員会作成プラ

ンの実現追求の結果が示すところは， BYC.国家委員会側の教育制度民主化の後退の受け入れ

と政府・教育省(ブルジョアジー)への歩み寄りであった。

このような法案であったが，これもついに，法となることは出来なかった。

コルニーロフ将軍の率いる反革命箪に対する態度を巡って，事実上これを支持しているカ

デットと， ニ巳スエル・メンシ z ヴィキーとの開の対立の激化する中で， 第二次連立政府は崩壊

したのである。

オワデンブールグは，カデットの方針に沿って， 8月27EI，教育相を辞任していた。

5. 国民教育国家委員会の構成と活動

1917年5月に結成され，その後活動を続けている闇民教育鴎家委員会の組織構造，人的構

成，その活動目的などはいかなるものであったか。以下にそれを概括する。

委員会の代表構成に関しては， r事後承諾でJ(イォノレダンスキー)結成されたこの委員会じ

しんと教育相マヌイロフとの開に一応成立した合意の結果，当初の改革委員会側の設置案に対

して，一定の変化が生じていた。 1917年 9月初めのイオルダンスキーの記録に基づいてそれを

記せば次のとおりであった85)。

つまり，全ロシア労・兵ソヴェトの代表数が7名増の 15名に，全ロシア学生組織代表 1名

は不参加に， 民族間体代表は6名増の 16名になった。そして以下の 5団体の代表が新たに参

加することとなった。(丸田数字は便宜のため)

⑬全ロシア国民教育ゼムストヴォ活動家連合 (BcepOCCHHCKH政Coω33eMCKHX Pa60THHKOB 

rro Hapo~HoMy 06pa30Ba間的)一一5名，⑭全ロシア闘員教育都市活動家連合 (Bcepocc凶CK凶

COlO3 rOpO~CKHX Pa60THHKOB rro Hapo~HoMy 06pa30BaHHω)一一3名，⑮全ロシア父母国体連
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合 (Bcepocc凶CK凶 COlO3POJ(HTeJIbCKHX OpraH抑制凶)一一2名，⑬全ロシア鉄道員総合 (Bce幽

pOCC胡 CKH政)J{eJIe3HO-J(OPO)J{HbI益 COI03)一一1名，⑪カザーク翠連合 (COI03Ka3a可bHXBOHCK) 

- 1名。

以上の変動の経緯に関しては， BYC選出の国家委員として事情を知悉するイォルダンス

キーは何ら語らず，ただ， r委員会構成員は大臣〔マヌイロフ〕によって認、怒された (0え06JIeH)J

と記すのみである。だが以上のことは次のような意味を有するものであった。

すなわち，一つには，政府・マヌイロフの1J!Uは，上記の諸間体のうち，先に第二節で見た

ように当時保守系の組織である⑮及び， この生存8月のコルニーロフ反乱に加わる周知の反

命箪事組織の一つである⑬の国家委員会参加と学生代表の参加取り下げを要求し，他方， BYC， 

労・兵ソヴェトの側は，同ソヴェト代表の増員や当時エスニL ル派が指導部を握る⑮の鉄道員組

合などの参加を要求した剖)。換言すれば，委員会の出自構成が臨時政府・ソヴェト詞の対立点

のーっとして存続したことであった。

二つには， BYC，労・兵ソヴェト側は「事後承諾」でこの閤民教育国家委員会を発足させ，

しかもソヴェト支持の諸代表を増員しながらも， 新しい委員構成(即ち委員会設麗令の案の審

換を意味する)について教育大臣の同意を求める“弱し、円立場を取り続けたことであった。

ところで， ソ連邦の教育史家ベーンドワコフによれば，上述の諸国体と共に「上級学校改

革委員会」も又，この国家委員会に代表を送っている釘)。 これは以下のことを意味した。すな

わち，上級学校一高等教育機関の改革に関しては既に見たように，教育相マヌイロフを含むカ

デット系大学教授}曹のイニシャチヴで上記「改革委員会」一諮問機関の設置と改革の法制化が

この 3月より進められていた。そしてこれに関する事項を閤民教育園家委員会の管轄に含めよ

との， 5~6 月のソヴェト・社会開体側の対政府要求は， 敗北に終っていた。つまり大

学改苓は，ほとんどブルジョアジーのみの手に握られていたということであった。

なお， BYCは代表数を 15名から 30名に増員するよう要求する 8月大会の決議を国家委員

会に持ち込んだが，これは，問委員会により承認されなかった。

構成をめぐる以上のような変動の結果，委員会は量的には，当初の“総数日団体代表 74

名プラス次官"から“15団体の 98名プラス次官"への増加を示した。 しかし笑擦には委員会

の諸会議に出席したのは，以上の構成代表のうち 50~60% にすぎ、なかった8へまた， r全ロシ

ア労働組合組織は4名の代表を出すはずだったが，実際に派遣されてきたのは I名町一ールナチ

ヤールスキー (JIyHa'lapCKH設， A. B. 1875~1933) だけであった。しかもボリシェヴィキ党の影

響力の強まった頃，つまり国家委員会の存在のおわり頃になってからであった。Jと，ベーンド

リコフは書いている89)。このような不安定も又，激動のロシアの一時期をよく示すものであ

った。

委員の選出母体の多様性は，この委員会の仕事にメリットを生むものと期待されていた。

「しかし，これは生まれなかった。J委員の「ほとんど 75%が教育家及び盟民教育活動家だっ

た。教師は著名な大学教授から小学教師に至るまで蔚た。」農民代表ソヴェトは，ほとんど全

員小学教師を代表として派遣した。また，全ロシア都市連合と全戸シアゼムストヴォ連合も同

様の方法をとり，教師，教育学者をもって自らの代表とした。都市連合は先述のギムナジア教

師，アルフェーロフとエス・スミルノーフその他を，一方，ゼムストヴォ連合は教育学者セロポ

ルコー (Cep0I10JIKO，C. 0.)その他を，各々派遣したのであった制。

国民教育国家委員会の機構とその人的配震は次のとおりであった向。



思民教育屋家委員会の結成過程 149 

-閤家委員会議長一一一教育大臣(職権)

・問副議長(委員会内で互選)一一チャルノルースキー(ペトログラード労兵ソヴェト代

表)，イォルダンスキー(全戸シア教員組合)， ピンケーヴィチ(ペトログラード労兵ソ

ヴェト)， 8月以降ピンケーヴィチに代ってヤ・グレーヴィチ(全ロシア教員組合代表)

・問書記一一ヴェ・ゼレーンコ(全ロシア教員組合代表 8月以降ペトログラード・ソヴ

ェト代表として)

・同事務局長一一チャルノノレースキー

・同事務局次長一一シーシキン(全ロシア協同組合大会代表)，後にヤ・グレーヴィチ

国家委員会の指導的部分はこのように全ロシア教員組合の指導者たちで占められていたの

で怠る。たしかに， BYC代表とペトログラード・ソヴェト代表とを使い分けるごとき，選出手

続における民主伎の弱さ，非合理性は，委員会全体のはらむ独自の問題であった問。 しかし，

この弱点をふくめて，上の閤家委員会指導部の人的配置は，委員会全体の思想・政治傾向の一

つの反映であった。

国家委員会は，さらに，各問題別の委員会 (KOMHCCIUI)をつくった。その名称と議長名は

以下のとおりである93)。

1. 総括問題委員会一一チャルノルースキー

2. 就学前教育委員会一一ア・ゼレーンコ (3eJIeHKO，A. Y.) 

3. 初等教育委員会一一一イォノレダンスキー

4. 高等小学校・中等学校委員会一一ゲーノレド

5‘ 教員セミナリヤ・師範学校委員会一一ピンケーヴィチ

6. 教員の物的状態・法的地位の開題検討委員会一一同ヴェ・ゼレーンコ

7. 各種官庁立学校の一括管理への統合計調立案委員会一一ク担ュージェフ (KJIlOiKeB，

11. c) 

8. 全員就学，教育無償化，普通教育の保持の開題検討委員会一一ヴァーフテロフ

9. 民主的学校の全般的建設に伴う高等教育の問題検討委員会一一ヤ・グレーヴィチ

10. 正字法改革の実施の問題検討委員会一一エス・スミルノーフ

11. 国民教育国家審議会の召集の問題検討委員 ゾロタリ詔一ブ後にゲールド

12. 校外教育委員会一一シーシキン

13. 職業教育委員会一一ヤ・グレーヴィチ

この他，必要に応じて，異常見の教育と保護委員会(議長オノレシャーンスキー OpwaHCK凶，

JI. r.)や9ベ民族教育委員会，教授ミニマム検討委員会などがつくられた。

これらの各委員会ごとの活動内容はー，ニ，を除き，あまりよく判っていない。

就学前教育委員会の指導者アレクサーンドル・ゼレーンコ (1871"-' 1953)は，シャーツキー

らと共に「夏季児童労働コ口一ニャ」の設置 (1905年)やセツルメント運動に参加 (1906"-'9年)

した後， 1911年からこの年にかけてモスクワのシャニャーアスキー人民大学において講座をも

ち，そこでアメジカ・ヨーロッパの新しい学校の概観，子どもの社会的教育(子どもサークル，

クラブ)，学齢前児童のお話と本，等を講義していた進取の有能な教育学者であった95)。

語学校の管理統合委員会のクリュージェフ (1861，，-， ?)は国民学校視学官の出身で，サマー

ラ市会下の学校委員会・河県ゼムストヴォ監査委員会の各委員を経験し，第三国会に引き続き

現に第四属会議員(オクチャブリスト)であった。たしかに，この委員会の予想される課題にふ
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さわしい人物であった。

エス・スミルノーフは留語・国文学が専門のギムナジア教師で，彼も又， グレーヴィチの言

葉によれば「経験ゆたかで権威ある教育学者Jであった96)。立場はカデットであった。

国家委員会の各専門委員会の指導理論家たちは，上のような数人を除いて，その多くは，

BYC指導部を兼ねるナ口ードニキ系の教育学者・社会活動家だったのである。

専門委員会の一つが当てがわれ， BYC委員長のゾロタリョーフが担当した国民教育国家

審議会 (focy，ll.apCTBeHHoeCOBemamre rro HapO，ll.HoMy 06pa30BaHほめ)の召集の問題とは何だっ

たのか。

教育相マヌイロフはこの 4"-'5月，初等・中等学校改革における主導権をとるべく「学校改

革大会」の召集を計画していた。 BYC及び社会団体側はそれに対抗するために 5月17日の

国民教育国家委員会の設置要求の提出以後，その「大会j に代わる機関の召集を企画した。そ

れがこの国民教育園家審議会であった。審議会は 6月末に国家委員会の法的承認をめぐって

マヌイ口フとソヴェト・BYC側が決裂して後は，その承認のためのソヴェト側の支持結集機構

としての意味を帯びた。 7月1臼付『イズヴェスチャ』紙掲載の全ロシア・ソヴェト大会決議

は，国民教育国家審議会(於ペトログラ一人 8月 10，，-，20日召集)のために全国の労働者・兵

士・農民の諸ソヴェトに代表を派遣するよう呼びかけたのだった97)。

しかしこの審議会は結局，開かれなかった。直接の理由は定かでない。恐らく，この代表

派遣の呼びかけの後，当初予期しない国家の進路に関わる諸事件の継起する中で，各地の諸ソ

ヴェトにとり，教育問題のみのために首都へ代表派遣することの相対的意義が低下したためで

あろう。もとより， 7月24況の第二次連立政府の成立以後は，第四節に昆たように，国民教育

国家委員会の法制化の課題は後景にやられていたのであった。

さて，国民教育関家委員会の活動は各総会をもって区切られた。総会は，次の表のような

a穫で開催された。各総会の間の時期には専門委員会が活動していた。諸会議の定足数は 4分

の1であった。総じて，地方選出の委員の出席率は低いものだった。

国家委員会の議長である教育大臣，とりわけマヌイロフはこの委員会の会議に対して珍客

であり，従ってかれの代理すなわち次官が議長をつとめる場合が多かった。教育省側は委員会

側の代表の不在の時に法案を作成することを狙った。また，双方の同席する会議で，省の役人

達から委員会の活動家に対して官僚主義であるとの非難が投げつけられ今度は，似たような非

難が省のほうに向けられる。そんな場面も生れた向。

このような対立の結果が 6月末の，第三期総会におけるマヌイ戸フと国家委員会の決裂

であった(第二節参照)。

そもそもこの国民教育国家委員会の自ら定めた

任務は，委員会の活動の一般指針たる『盟民教育改

革問題の検討に際し国民教育国家委員会によって採

用されるべき指導命題 P戸OBO，ll.克明間口OJIO)l{ema，

rrp即兄TbrefOCY，ll.apCTBeHHOM KOMHTeTOM rro HapOん

HOMy 06pa30BamnO np双 pa3pa60TKeBOnpOCOB 0 pe帽

φopMe HapO，ll.HOrO 06pa30BaHIDIjjの冒頭にいう，

法制定議会もしくは立法機関によって確立される迄

の臨時の閤民教育関連語法の立案jであった1∞)。そ

表-3 国民教育園君主委員会の

総会開催沼田)

工 5.Fl21-24目

立 6月4-10日

1J[ 6.Fl28-7月 1日

1V 7月20-30日

V 8月313. 臨時

vl 8月21-2613

VII 11月19日. 臨時



してこれは，さらに，イォルダンスキーによれば，以下の分野にわかれた。第ーには「夏休み

後半に施行される，地方の教育行政部門を組織する臨時規郊の作成」という「もっとも急がれ

る仕事j であり，第二には「憲法制定議会において関民教育基本法が出来上る迄，すべての段

階の学校の現場を秩序だてる臨時設置令の立案j であり， これらに伴う r憲法制定議会のた

めの立法活動資料の準備」であった101)。

上の指導命題においても，委員のイォルダンスキーにおいても，雷わずもがなの理想の政

治体制とされているのは，専叡j以後のブノレジ zア共和制であった。この点では臨時政府は矛盾

を見出さなかったから， 国民教育関家委員会に対して活動費として 75万ループリを支出し，

他方，諸会議には事務職員を派遣した102)。

国民教育国家委員会はこうした任務と条件の下に活動したので、ある。

第三期総会つまり 6月末までに，閤家委員会は次のような決定を行い，このうち法案につ

いては臨時政府提出と承認を求めて，教育相マヌイロフに引渡した。すなわち一一

① 国民学校視学官・学務主事の職制の蕗1とに関する臨時規尉

@ 学区の廃止に関する臨時規則

③ 県，郡及び市における学校管理並びに闇民教育事業管理機関に関する臨時規則一一こ

の法案はまず「現在教育省、の所轄に置かれる初等学校，高等小学校，中等学校及び

その他の学校の管理，並びに地方における国民教育事業の管理は，県並びに郡ゼムス

トヴォ及び市自治体に移されるj と述べ，そのため「ゼムストヴォ制施行の県におい

ては，郡並びに県ゼムストヴォ及び市臨時国民教育委員会を設置するJ と規定した。

新正字法の施行

住民の憲法制定議会への準備教育のための国庫支出の必要に関する決議

学校に教科書と用紙を供給する事業における危機の防止措置に関する指示

住宅費・暖房費別の 1200ルーブリの小学校教員の最低賃金の確立に関する立法の提案

上級の諸学年で構成される男子・女子ギムナジア，中等諸学校，及び高等小学校，師

範学校，教員セミナリヤにおける職員会議の構成員追加と選挙原理の導入に関する臨

時規則

等である103)。ここでは，まさしく，先に「もっとも急がれる仕事Jに属するとされた，幾つか

の臨時規則の作成が行われたのである。

しかしその結果は，新正字法の施行を除いてどれーっとして政府に容れられなかった。そ

の他の作品は，教育大臣は酪家委員会の執行機関にはならぬと主張するカデッ人マヌイロフ

によって政府に提出されず，教育大臣官房の文番庫に送られたのであった。

また，この後の，マヌイロフと異なる，オリデンブールグの好意的対応の下に作成された，

国家委員会の 7"-'8月の諸案も法として日の肢を見なかった。 これは第四節で述べたところで

ある。

かくしてロシアの学校，なかんずく小学校は9月の新学年度を rl日来の学校法規の有効の

ままに，識はヨリ正しくは失効の下で， I日権力代表の健在のままに，また或る所ではその物理

的不在の下で，地域における学校と学校運営の活溌・拐朗な組織のうちに，戒は又どこかでは

奪取による組織や自己流の組織のうちに」迎えた，とイォノレダ、ンスキーは醤いている104)。

このように， BYC及び国民教育国家委員会の活動は，紙上の宣言に終ったといっても過言

ではなかった。
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そもそも，めざされた第一歩である国家委員会の法制的確立さえ未だ果していなかった。

この 9月に，臨時政府下で3人民の教育相サラースキン (CaJla3KHH，C. C. 8月四日，教育省

長官，就任。 9月8日，大臣昇格。エスエノレ)が再度国民教育国家委員会の法制化の問題を臨時

政府の審議にかけるべく試みたが，これも不首尾に終った105)。

以上が，国民教育国家委員会をめぐる歴史的帰結であった。

全ロシア教員組合の指導部の中間派社会主義者あるいは小フゃルジョア活動家は，ニ月革命

後のロシアのブルジ zア民主主義的教育改革の実施に際し，労働者・農民との統ーした戦いで

はなくして，ブルジョアジーの政府との連合を選び，そしてこの路線をさらに進んだ。 BYC

4月大会の決議にいう「教育省下の協議会の設置Jの提案を上回る「国家委員会設置」の要求

を， 5月，教員組合の上から持ち込んだのが，すなわちそれであった。

結局は「事後承諾Jで発足し，教育省とのきわめて暖味な協調謁係の下に活動を続けたこ

の国民教育問家委員会は，その組織手続きにおける弱点にもかかわらず， BYCの8月大会時に

見たように，一定の教員大衆の期待を引き留めた。しかし，教育改革推進機関として強力な存

在となることは出来なかった。 この点は r国家委員会の作業そのものが，地方の活動家との

生きた，確国とした結びつきを持たないまま，幾分孤立した状況のうちに進められたJ'06)と教

育雑誌に警かれた事情と表裏一体であった。そしてこれらには，革命情勢の深化ム連立政府

をめぐる協調派社会主義諸党の劣勢が併行していた。

カデットが盛を占める政府教育省は，以上の事態を見抜いて，国民教育国家委員会に対す

る“強い"態度を取り続け，この協議機関を，教師や人民大衆を慰撫するための統治機構の一

環として位置付けたのであった。

結語

国家的規模の教育制度改革とりわけ初等教育改革に対し，見るべき成泉をあげないまま

1917年の秋を迎えた全ロシア教員組合の内部には矛盾が募っていた。

『プスコーフ県教員報知 BeCTHHKnCKOBCKoro yqHTeJlbcTBaJjの 10月 15日付第 4号誌上に

は， BYCの8月大会を批判して， r沢山の(突に多過ぎる/)議論が行われた。しかし本当の現

実を知る者なら誰れしも幾ばくかの失望と不満の念宮抱かずにはいられないJ と述べる記事が

掲載されたへ また，ボリシェヴィキ教師をはじめとする組合員たちは， プロレタリアートと

農民の権力こそが人民の教育と生活の向上の条件を保障するものと決断して，臨時政府の打舗

の闘いに加わっていた。

明らかに全ロシア教員組合の内部においても， BYC-国民教育国家委員会一一連立臨時

政府と連なるラインによる教育改革の実現という方針は，既に揺らいでいたのである。

しかし他方，国民教育国家委員会内部では，法案作成の作業が続いていた。この中で 10月

半ばから末にかけて，相次いで完成し，発表された法業が， r諸県の国民教育管理機関臨時設置

令 BpeMeHHoenOJlO)KeHHe 0 3aBe.l(bIBaHHH .l(eJlOM HapO.l(HOrO o6pa3抽出lliIB ry6epHlliIxJ案と，

f統一・普通教脊・公立学校臨時設費令 BpeMeHHoenOJlO)KeHHe 0 e.l(HHO義o6llJ.eo6pa30BaTeJlbHO負

06llJ.eCTBeHHO負llIKOJleJ案であった*へこの 2本の法案は， BYC 8月大会で表明された，

ネ A. BeJIHeBa. Boph6a 60JIhIIleBHKoB 3a KopeHHoe npeo6pa3oBaH日記 )(eJIa HapO)(HOrO o6pa3o-

BaHH克 BPOCClill. “HapO.llHOe o6pa3oBa雌 e"，1957，泌 11，CTp. 12. 

** B )f{ypH・“HOBaHII1KoJ/a"， 1918， M 9-10， CTp. 520-525; HY， 1918，地 1，白p.7-15， H却・
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の後退を含んだブ、ノレジョア民主主義の思想に基づきながらも，それなりに体系的な制度改革案

であった。

これは，国民教育国家委員会に結集した活動家たちの思想と理論の到達点を示していた。

国家委員会のこれらの文書は，十月革命による新しい労農権力の樹立の後，この新権力に反対

する陣営の内で一定の支持を保ちつづけてゆくのであった。

詮

1) H. H. 110p).(3HCK湾首 rOCy).(3pCTBeHH副首 KOMsTeT rro Hapo).(HoMy OOp330B3HsIO. “H3pO).(HhI員
y鴨 TeJIb"(以後，本稿では HY と略す)， 1917，ぬ 21-22(ceHT毘Opb(，CTp. 6; K. E. 5eH).(psKOB. 

BorrpOChI H3po).(Horo OOp330B3HsH rrps BpeMeHHoM rrpaBsTeJIbCTBe. “H昌PO)瓦lHoerrpocB巴ロleH路eぜ"

1927， N2 3， CTp. 110. 

2)φ.φ. KOpOJIeB. 0可epKsrro sCTOpss COBeTCKO詰lllKOJIbIs rre江arOrHKs(1917…1920 rr.). M.， 1958， 

CTp. 64.パーニナとオリデンプーノレグの党派について， W. G. Rosenberg. Liberals in the Russian 

Revolution: The Constitutional Democratic Party， 1917…1921. Prinston， 1974， p. 132 n. なお，

カヲリョーフが間警においてオリデンブーノレグの名・父称を C.O.と記し，シージキンのそれを H.且.

と記しているのは， f!むの資料に照らしてみても，切らかに誤り。

3) l10p瓦3HCKs首， TaM )Ke; 5eH瓦psKOB，TaM )Ke. 

4) 411 27日の BYC評議会報告。 HY，1917， NQ 15-20(λeTHsii(， CTp. 4. 

5) HY， Nもふ20，CTp. 5.引用文中の[ J内は引用者による補足。本橋において以下関様。

6) 人名についてのみ， HY， TaM )Ke. 

7) 5e沼).(psKOB. YK33. CT3TbH， T3M )Ke， CTp. 110; KOpOJIeB. YK33. O'IepKs， CTp. 64. 

8)“510JIJIeTeHb rocy).(apcTBeHHoro KOMsTeT3 rro Hapo).(HoMy Oop33oBaHHIO"， NQ 1， CTp. 4 UsT. 

TIO KH.: B. A. 3eJIeHKO・ ITp3KTsK3BHelllKOJIbHOrO OOp330B証HlUIB POCCslι3・bes3江.M.-ITr.， 
1923， CTp. 127. 

9) HY， NQ 15-20， CTp. 5. 
10) TaM )Ke. 

11) 3eJIeHKo. YK33. CO可.， CTp. 127. 

12) 5eH).(p諸KOB.YKa3. CTaTbH， T3M )Ke， N島5，CTp. 110; KOpOJIeB. YK33. 0可epK沼. CTp. 64. 

13) HY， JI品15-20，CTp. 5; 5eH瓦psKOB，TaM )Ke. 

14) HY， NQ 15-20， CTp. 13. 

15) 110p)'(3HCKs昌 YK33.CT3TbH， CTp. 6; 3eJIeHKo. YK33. CO可.， CTp. 127. 

16) 法制審議会 IOps且日'IeCKOeCOBe1ll3Hseは， l富岡健次郎論文 (rロシア磁時政府に関する一考察(下)J，

rスラヴ研究』地 17(1973)， 159-160頁)に依れば，カデットの法学者を擁しており，ほぼ磁持政府の法

律対策部門に相当した。

17) KOpOJIeB. YK33. 0可epKs，CTp. 65.なお，ベーンドリコフ言語文には「マヌイロフ案では{菌家委員会

に〕加わることになっていた全ロシア神の法教富市遼合 (5名分のポストを要求した)や全ロシア父母委員

会連合Jとの記述が見られるが，さ援者は，資料的根拠を明記したカヲリョーフ論文のほうをとった。

CM. 5eH).(psKoB. YK33. CT3TbH， T3M )Ke， .JI必 5，CTp. 112. 

18) 3eJIeHKo. YK33. CO'I.， CTp. 127. 

19) ソ連科学アカデミー歴史研究所綴，帯金盛訳『ログア大十月革命史J]， 1967年，短文全土， 99頁。 長尾久

『ロシア十月革命の研究J]， 1973年，社会思想社， 212-213 ]i(。

20) r33・“113Be白 sH"OT 27 sぬHH1917 r.， CTp. 4. 
21)“113BeCTsH" OT 1 sIOJIH 1917 r.， CTp. 5. 

22) M. T. JIsX3司eB・ 5yp)Kya3HaHpeltopMaUs茸 yrrpaBJIeHsHHapo).(HbIM Oopa30B3HseM B Poccss 

B rrpe).(OKTHopbCKH員 rrepso).((M3pT-OKTHOPb 1917 rふ“COBeTCK3毘 rre).(arorsK3"，1975， NQ 7， CTp. 

105-106. 

23) JI. M. CTIsp路弘 KJI3CCbI s rr3pT間 B rpa)K).(aHcKo品目0伽 e B POCCsH. 1917…1920 rr. M.， 1968， 
CTp. 40-44; Rosenberg， op. cit.， p. 121. 
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24) Rosenberg， op. cit.， pp. 148-9. 

25) Ibid.， p. 199. 
26) Hop江aHCKM員.Y Ka3. CTaTb兄 CTp.6.

27) HY， 1917，ぬ 21-22，CTp. 11. 

28) oeH江pHKOB・YKa3.CTaTbll， TaM iKe， J¥品 3，CTp. 110-112. 

29) この大会はさ当初， 8月 1-10Bの開催予定だった。しかし，本論文の後段にも触れる毒事情により， BYC 

評議会は， -.e.は， 9月米への開催延期を決定し，このことが 7月 22B付新聞によっても報送された。

だが 7月 31日までに上京してしま 4 た多数の地方代表の懇諮により，第 21.lllBYC大会の 8月 8-12B 

の正規開催が決定された。

30) HY， 1917， Ng 23-24， CTp. 14.なお，比較のために，第一次革命期の教員の組合運動の議長喜朗には，小

学校教師と教育活動家を中心とした全ロシア教員組合が 12，250名の，全ロシア中等学校教員組合が 700

名の組合員を各々擁していたことを引いておこう。刀.K. EpMaH・ HHTe~~HreHUHll B rrepBo員 pyc-

CKO詰 peBO~IOUHH. M.， 1966， CTp. 353; P. L. Alston. Education and the State in Tsarist Russia. 
Stanford， 1969， p. 193. 

31) 10. OCHOC. H3 rrOc~eoKTllõpbCKO員沼CTOpHH HHTe~~HreHUHH. “HCTOp沼松MapKCHCT"，1940， Ng 8， 

CTp. 30. 

32) ここて‘は， ソ連邦において一般的概説警が挙げた， 1914…15年のすべてのタイプの普通教育学校(小学

校・中学校)の教師数， 231，007名を念頭に震まいている。 (CM.E. H. Me瓦bIHCKHH:. Hapo瓦Hoerrpoc-

BerueHHe B CCCP. M.， 1952， CTp. 23.)われわれは，遺憾ながら，現在のところ，中等教育に関する

統計会初等教育に関する寂にも詳らかにしない。

33) H. K. KpyncKall/1925/. flepBbI員 Bceco別組員 yqHTe~bC阻註C'be3.ZJ:. fle.ZJ:aror沼田CKHeCO粗 He-

間 ll，T.2.M.， 1958， CTp. 205. 

34) KpyrrcK証耳/1937/. B. H. JIeHHH H BOrrpOcbI Hapo.ZJ:Horo Oopa30BaHHll. TaM iKe， CTp. 689. 
35) KpyロCKa茸・ fle.ZJ:.COq.， T.1.M.， 1957， CTp. 409-410. 

36)凡 P.Me時iK路HCKall・ flepBbIeIlIarH HapKoMrrpoCa. “Ha rryTllx K HOBO誼悶Ko~e"， 1927， Ng 10， 

CTp. 28. 

37) OCHOC. YKa3. CTaTbll， CTp. 29. 

38) CM. HY， 1917， Ng 29-30 /HOllOpb/， CTp. 10-13;ぬ 31-32/HOllOpb/， CTp. 14-17. IF人民教師』誌は，

BYCの公式機関誌『全ロシア教員組合遜報』より 26本に上る決議を転載している。

39) Pacrrop耳iKeHHeBpeMeHHoro rrpaB路Te~bCTBa. “Oõ yrrpa3.ZJ:HeHHH ropo.ZJ:cKHX， ye3瓦HbIXH ryoe-

pHCKHX yqH~HruHbIX cOBeToB." HY， 1917， Ng 15-20， CTp. 22.この命令は F人民教締』誌収録の資

料に依れば 5月3B付であるが，単純な誤績をまま許す関誌の性絡を考慮して， リハチョーフ言語文の 5

月8日鋭に従った。 CM.JIHXaqeB. YKa3. CTaTb耳， Cfl， 1975， Ng 7， CTp. 103. 

40) HY， 1917， Ng 15-20， CTp. 19-20.われわれがかつてその活動内容を紹介した「チエールヂニ教員互助

会JI土，この肢の郡大会において「チェーノレヂニ教員組合j に改級された。

41) HY， 1917，泌 27-28/HOllOpb/， CTp. 12-14. “Y四Te~bCTBO 0 IlIKO~bHOM yrrpaB~eHHH". この資料

は， プノレジョアジーの団体，全戸シア都市連合の発行の『教育学報知 fle.ZJ:arOrHqeCKHeH3BeCTHllll 

誌より転載された記事で 5月から 7月末にかけての全鼠の地方紙の記事の重量管な引用を特色とするo

f人民教師』誌はこの転毅資料に対し， r学校管環の機構の問題に対する教員の……言者見解を描き出す殻

初の試みJとのコメントを付している。ここには統治に必要きな情報の把握に際しての教員総会に対する

プノレジョアジーの優越が現われていると言えまいか。なお， ハパーロフスタ市の「学校ソヴ Z トJlこ

は，筆者の 1978年論文によってその成立事情が知られている「ハパーロフスク教師協会」が代表を送

っている。ベト P グラード市ヴィボノレグ尽の毒事例jについてはクノレープスカヤの論文 fヴィボ
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ヴェーチエノレナヤ・レーチ(カマ)'1鮮のタベの話題M紙)と声明した。Jといわれる。極めて強い調子で

ある。

44) n. I1. Ka6aHoB・ CTpaHH誌bIH3 lKH3HH rre.ll:arora-HcTopHKa. “HCTOpHH CCCP"， 1969， N2 6， CTp. 

144.この間想記事の筆者(当時ゼーヤ市の私立女子プロギムナジヤの歴史教邸)は， 4 J.! 4-8 J3の辺境

区男女教員大会(於ノ、パーロフスク)において，この学校協議会を権成する 5人の教員代表の 1人に選出

された。「五人組Jと呼ばれた彼らは臨時政府のコミサーノレ(人物はエスエノレ)の下で 1917年 5月から

9月まで活動したという。この筆者は更に「王甘い学校制度と学校内部生活に加えられた変化はわずかだ

った。わが『五人組』は，まあ，ひとロに言って，主任主見学官の下にあった頃よりももっと大量の命令

の童書き散らしをやっていた。教科プランと教授華客自は!日来のままだった。神の法と教会スラヴ言警は，そ

の援業が生徒にとり義務でないことが笈脅されたにもかかわらず，従来どおりに教えられていた。教師

の物的状態はますますひどくなっていった。j と悶想記事にしるしている。

45) 例えば 4J.! 16臼，:;:t教管l玄事務所内で開かれたモスクワ l宗教区立学校教員大会(ここには BYCモスタ

ワ・ピユーローのイオノレダンスキーも列席)は，組合結成と BYC加入を満場一致で採択した。この大会

は議論の末，神の法教師(=司祭)fこ対して決議機と投票権を与えた。 この事から判断ずれば湾祭も又

BYC組合員となった可能性がある。この大会は，教区立学校の教育省移管と教員給与・学校維持費の密

庫支出〔従来は教会・修送院などの支出)， }"定員外数日需の定員{(;，教区立学校lJiii督官1祭制度の廃止，主教

管区学校協議会の機成改革(教員代表の各都 1名宛，モスクワ子宮 3名の加入，市自治会代表，市コミサ

ーノレ，労働者ソヴェト，幾民間取の各代表の招致)などを決議した。 HY，1917，ぬ 15-20，目p.20-21. 

46) HY， 1917， N2 23-24， CTp. 13. この大会資料は『全ロシア教員組合通報』からの抜若手転載。

47) TaM lKe. 

48) TaM lKe， CTp. 13-14; M 29-30， CTp. 10.決議文の (1)，(2)嘆における下線部分は『人民教師』誌によ

るイタリック体の個所。 (3).演のそれは引用者による。

49)地方の学校管濠機構の新しい民主的な構成における教員代表と住民代表の比率如何は，この織の教育改

革問題の一つのポイントであることは既に切らかになったが，これに関する要求は，先に本文の中で検

討Lたところの 5月以降の各地の教育委民会改革の試みに先立つものであった。例えば 4月 10-13臼

のベッサラピヤ小学校教員会l泉大会は，決議の中で「ベッサヲピヤにおける国民教育事業はすべて，等し

い数の教員と住民代表で構成される特別の学校委員会に移管されなければならなL、Jという原郊を打ち

出していた (T.A. KpaqyH. OqepKH rro HCTOpHH pa3BHT沼H lliKOJIbI H rre.ll:arOrHqeCKO晶 MblCJIH

B MOJI.ll:aBHH. KHlliHHeB， 1969， CTp. 189， 191.)。

50) HY， 1917， Jも 23-24，CTp. 15;ぬ 29-30，CTp. 11. 

51) TaM lKe. 

号2)H. K. KpyrrcKaH. 狂lKoJIbHa耳 MyHH~HrraJIbHaH rrporp百MMa. ロe瓦. COq.， T.1， CTp. 414-415.邦訳:

矢JII徳光喜代続『社会主義と教育学JJ(1972年，明治図書)所収。 21-22頁。クループスカヤの提案のうち

学校委員会の構成に関する彼女の言及は， rそこ〔学校委員会〕に入らなければならないのは，一方で

は，教員組合によって選出される教育家一専門家たちであり，他方では，住民の中から選挙されたそれ

と関数の者 (COOTBeTCTBy!Omee可HCJIO)である。Jというf随所である。因みに矢)IJ氏は上のロ γァ文を

「適当数のもの」と訳している。これは，諮畿の-Aの隔のため，誤訳とされるにはさ告らないが，こうし

た委員会をめぐる 1917年の問題状況， 立主びにクノレープスカヤの文脈から， その個所は「同数j と解さ

れるべきである。

;3) H. norroBa. 3a.ll:a可HH opraHH3a~HH BcepoccH註CKoroY可HTeJIbCKOrOCO!03a. HY， 1917， M 10 

/MapT/， CTp. 4-5.訳文中“労働者の組合"の鋼所の原文は CO!03pa60弓恕X. また，ポポーワの人とな

りについては，この論文の他に，当時はモスクワの私立女子ギムナジアの私議昔前であるブ戸ンスキーの

凶想録 (1930年代の執筆)に依った。口.n. BJIOHCKH詰. MOH BocrrOMHHaHHH. M.， 1971， CTp. 141-142. 

54)具体例としてモスクワの中学教締たちの「学校自治J理解をヴィヴィッドに示す一場面をプロンスキー

の問想、録よりヲ Il 、ておこう。「組合の主主る集会~，'ß!，、い出す。夜だ。私は主義壇のん職員会議に父母を参

加させる必要さがあることを述べると，ピューピューという口笛や，シツシッという腐笑が筒こえてく

る。 日墳はきわめて従順な人々，女教師，生徒皇室(女子ギムナヅアの)たちが怒りでひきつった顔をし

て，ピューピュー，シツシッというのである。拡のほうは，異常なほど興奮した一人の努の教闘が演壇
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にかけ上ったため，たまらずそこを下りた。嵐のような拍手の中でこの教師はわめき出した。私は，も

し“市号室の女王手挙か誰か"が職員会議室で自分たち，教育者と主主んで1Mるようなことになるのなら，私に

対する侮辱だと思うだろう，と。JBJIOHCKH詰.YKa3. COq.， CTp. 137. 

55)参照， BeJI混Ka51OKT5I6pbCKa51 COI¥HaJI姐CTHqeCKa51Pe昌OJIねI¥H耳..lloKyMeHTbr泊五mTepHaJIbT.PeBo幽

JIroI¥HOHHOe ){BH1KeHHe B POCCHH B Mae-HroHe 1917 r. I1roHbcKalI ){eMOHCTpa民HlI・ M.，1959， CTp. 

413-414.江OK.NQ 359; BeJI滋KalI…江oKyMeHTblH…PeBOJIroI¥諸OHHoe瓦BH1KeHHeB POCCHH B HroJIe 

1917r.11ω且bCKH首 KpH3HC.M.， 1959， CTp. 427-473.且OK.N2 418.長尾久，前掲童書， 241…2，274-5頁。
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100) HY， TaM )Ke; N2 23-24， CTp. 3; BeHJlpHKOB. YKa3. CTaTbH， N2 5， CTp. 113‘ 

101) HOp，llaHCKH詰.YKa3. craTbH， CTp. 7. 
102) CM.: BeHJlpHKOB. YKa3. CTaTbH， N2 5， CTp. 112; )KeJlBaKOB. YKa3. xpe白OMaTHH，CTp. 515. 
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104) HOpJlaHCKH晶.YKa3・CTaTbH，CTp. 7. 
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106) O. CMHpHOB・ HCTeKIll班員 rOJlB )KH3HH Hapo瓦HO晶IllKOJlbI. HY， 1918， N2 1， CTD. 5. 

補註 1)IF世界教育史大系 16ロシア・ソピニ乙ト教育史 IIJl(1977王手，講談社)中の拙稿，第 8宝章第 2-3i苦!，

ならびに『北海滋火学教育学部紀要』第 31号 (1978年)所収の f:;i¥十月社会主義革命前夜の金ロシ

ア教員組合運動史Jを参照されたい。

2) これは 1905年に結成された自由主義的団体である。

造言E

本稿は，筆者の「北海道大学審査学位論文J(昭和 54年 12月): IF十月革命前夜のロシアにおける教員組

合運動』中の第 IV家宅と向名で独立言語文としたものである。

この紀要に掲載するに|察しては，必要紋小限の字句j二の改災と補註を施した。

(1980年4月初日)


